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一
　
問
題
の
所
在

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
有
す
る
者
が
無
制
限
納
税
義
務
を
離
脱
し
た
の
ち
も
所
得
税
を
課
税
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
的

措
置
を
講
じ
て
い
る
。

　
他
方
、
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
は
、
国
外
移
住
者
に
対
す
る
課
税
、
す
な
わ
ち
国
内
に
お
い
て
制
限
納
税
義
務
を
負
う
自
然
人
又
は
ま
っ

た
く
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
自
然
人
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
な
い
し
第
五
条
。
）
。
国
内
に

お
い
て
無
制
限
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
た
ド
イ
ッ
国
籍
者
が
制
限
納
税
義
務
者
に
変
わ
っ
た
後
に
も
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
一
定
の
前

提
要
件
の
下
で
所
得
税
（
第
二
条
及
び
五
条
）
、
財
産
税
（
第
三
条
）
及
び
相
続
税
（
第
四
条
）
の
拡
張
的
制
限
納
税
議
務
が
根
拠
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
現
行
法
上
の
関
係
規
定
（
所
得
税
法
第
四
九
条
、
財
産
税
法
第
二
条
二
項
、
一
九
七
四
年
相
続
税
法
第
二
条
一
項
三

号
）
を
拡
張
し
そ
し
て
修
正
し
て
い
る
。
自
然
人
が
国
内
に
お
い
て
無
制
限
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
は
、
た
と
え
二
重
住
所
の
場

合
で
あ
っ
て
も
そ
の
者
は
対
外
取
引
税
法
第
二
条
な
い
し
第
五
条
に
よ
っ
て
捕
捉
さ
れ
な
い
。
国
内
に
お
い
て
（
も
）
無
制
限
納
税
義
務

者
は
い
ず
れ
に
せ
よ
対
外
取
引
税
法
第
七
条
な
い
し
第
一
四
条
の
適
用
を
う
け
な
い
。
逆
に
述
べ
る
と
、
第
七
条
な
い
し
第
一
四
条
の
規

定
は
、
直
接
に
国
外
移
住
者
に
適
用
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
間
接
的
に
第
五
条
を
経
由
し
て
の
第
七
条
、
第
八
条
及
び
第
一
四
条
と
の
若

干
の
関
係
が
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
も
存
在
す
る
。
第
二
条
は
一
方
で
所
得
税
の
拡
張
的
制
限
利
納
税
義
務
を
規
定
し
て
い

る
。
し
か
し
他
方
で
、
同
条
項
は
、
第
三
条
な
い
し
第
五
条
の
適
用
に
関
す
る
基
本
ル
ー
ル
を
規
定
し
て
い
る
。

　
日
本
は
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
制
限
納
税
義
務
を
拡
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
非
居
住
者
（
又
は
外
国
法

人
）
が
国
内
に
有
す
る
事
業
を
行
う
一
定
の
場
所
を
通
じ
て
国
外
に
い
る
者
に
対
し
て
行
う
金
銭
の
貸
付
け
、
投
資
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

ず
る
行
為
に
よ
り
生
ず
る
所
得
で
当
該
場
所
に
お
い
て
行
う
事
業
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
国
内
源
泉
所
得
と
み
な
さ
れ
る
（
所
得
税
法

施
行
令
第
二
七
九
条
五
項
、
法
人
税
法
施
行
令
第
一
七
六
条
五
項
）
。
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本
来
国
外
源
泉
所
得
で
あ
る
も
の
を
こ
の
よ
う
に
国
内
源
泉
所
得
と
取
り
扱
っ
て
い
る
理
由
は
、
非
居
住
者
（
又
は
外
国
法
人
）
に
つ
い
て
は
、
国

内
源
泉
所
得
の
み
を
課
税
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
た
め
、
国
内
の
恒
久
的
施
設
を
通
じ
て
軽
課
税
国
に
お
い
て
所
得
を
取
得
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
い
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
の
国
に
お
い
て
も
課
税
さ
れ
な
い
所
得
を
取
得
す
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
外
国
に
お
い

て
当
該
行
為
に
よ
り
生
ず
る
所
得
に
対
し
外
国
法
人
税
が
課
さ
れ
た
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
旨
を
証
す
る
確
定
申
告
書
に
添
付
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
（
各
前
条
項
た
だ
し
書
ω
仁
9
8
江
0
5
図
ユ
窪
器
）
。

わが国所得税制における「拡張的制限納税義務」の創設の必要性

　
問
題
は
、
制
限
納
税
義
務
の
拡
張
を
要
す
る
ケ
ー
ス
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
外
の
事
案
に
も
及
ん
で
い
る
点
に
あ
る
。
今
後
日

本
が
重
課
税
国
で
あ
り
続
け
る
限
り
、
居
住
者
が
国
内
の
税
負
担
を
過
重
と
感
じ
て
、
国
外
に
移
住
す
る
ケ
ー
ス
が
、
増
大
し
よ
う
。
居

住
者
が
税
負
担
の
軽
減
を
意
図
し
て
、
日
本
の
場
合
よ
り
低
い
軽
課
税
国
に
移
住
す
る
こ
と
自
体
は
、
租
税
回
避
に
該
当
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
軽
課
税
国
へ
の
移
住
を
挙
手
傍
観
す
る
こ
と
は
、
立
法
府
に
と
っ
て
も
課
税
当
局
に
と
っ
て
も
、
さ
ら
に
残
さ
れ
た
る
国

内
居
住
者
に
と
っ
て
も
、
好
ま
し
い
と
け
っ
し
て
評
価
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
基
本
的
に
価
値
判
断
さ
れ
て
採
用

さ
れ
て
い
る
社
会
的
法
治
国
家
の
原
則
の
も
と
で
は
、
市
民
的
法
治
国
家
（
法
の
支
配
）
の
原
則
を
標
榜
す
る
国
家
と
比
較
す
る
と
、
社

会
保
障
、
環
境
保
護
等
の
た
め
に
多
大
な
歳
入
需
要
が
不
可
避
的
に
生
じ
る
。
納
税
者
た
る
居
住
者
が
負
担
能
力
に
応
じ
て
そ
の
歳
入
需

要
を
等
し
く
負
担
し
て
こ
そ
、
国
家
の
財
政
は
成
り
立
ち
う
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
の
①
5
鴇
な
高
額
所
得
者
た
る
居
住
者
が
税
負
担

を
逃
避
す
る
だ
け
の
理
由
で
国
外
に
移
住
す
る
場
合
に
、
移
住
後
に
こ
の
者
に
制
限
納
税
義
務
を
拡
張
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
制
度
が
日
本
に
導
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
制
度
の
あ
り
方
が
考
え
ら
れ
う
る
か
、
そ

の
場
合
に
発
生
し
う
る
問
題
点
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
な
ど
に
つ
い
て
本
稿
は
、
さ
し
あ
た
り
ド
イ
ッ
税
法
と
比
較
し
つ
つ
検
討
し
て
み
る

こ
と
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
国
外
移
住
者
が
裏
切
り
者
と
し
て
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
る
べ
し
と
、
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
問
題
で

な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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（
1
）
　
宮
武
敏
夫
・
国
際
租
税
法
（
一
九
九
三
年
）
五
一
頁
。
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
に
つ
い
て
概
略
は
、

　
S
t
G
）
の
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
（
一
九
八
三
年
）
七
四
頁
以
下
（
七
五
頁
以
下
）
を
参
照
。

二
　
概
　
説

村
井
正
「
西
ド
イ
ッ
国
際
取
引
租
税
法
（
A

　
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
は
、
無
制
限
納
税
義
務
、
拡
張
的
無
制
限
納
税
義
務
及
び
制
限
納
税
義
務
と
な
ら
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
拡
張
的
制

限
納
税
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
迂
回
規
定
（
対
外
取
引
税
法
第
五
条
一
項
）
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ッ
対
外

取
引
税
法
第
二
条
に
よ
っ
て
制
限
納
税
義
務
（
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
四
九
条
、
第
五
〇
条
）
は
と
く
に
次
の
よ
う
な
態
様
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
所
得
税
法
第
四
九
条
一
項
に
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
国
内
源
泉
所
得
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
三
四
条
d
と
識
別

し
て
あ
ら
ゆ
る
国
外
源
泉
以
外
の
所
得
（
い
わ
ゆ
る
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
）
も
ま
た
捕
捉
さ
れ
、
か
つ
累
進
税
率
を
全
面
的
に
適
用
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
源
泉
納
税
義
務
の
あ
る
所
得
に
つ
い
て
所
得
税
法
第
五
〇
条
五
項
一
文
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
弁
済
効
果
は
取
り
除
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
軽
課
税
国
に
移
住
し
、
か
つ
住
移
前
の
最
近
一
〇
年
間
の
う
ち
合
計
五
年
以
上
ド
イ
ッ
国
籍
者

と
し
て
無
制
限
納
税
義
務
に
服
し
て
い
た
そ
う
し
た
自
然
人
に
妥
当
す
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
こ
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
さ
ら

に
一
〇
年
間
維
持
さ
れ
る
。
但
し
、
国
内
源
泉
所
得
と
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
が
合
計
三
二
、
○
○
○
ド
イ
ッ
・
マ
ル
ク
を
越
え
な
い
そ

う
し
た
課
税
期
間
に
つ
い
て
は
（
対
外
取
引
税
法
第
二
条
一
項
二
文
）
、
普
通
の
制
限
納
税
義
務
に
と
ど
ま
る
（
所
得
税
法
第
一
条
四
項
、
第
四

九
条
）
Q

114

　
対
外
取
引
税
法
第
二
条
を
体
系
的
に
正
当
化
す
る
試
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
対
外
取
引
税
法
第
二
条
は
軽
課
税
国
に
対
す
る
制
限
納
税
義
務
の

補
整
と
し
て
み
な
さ
れ
る
、
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
範
囲
で
は
、
住
所
地
国
に
お
け
る
代
償
課
税
（
所
得
税
法
第
四
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

条
、
五
〇
条
及
び
五
〇
条
a
）
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
テ
ー
ゼ
に
は
、
ド
イ
ッ
国
籍
者
の
み
を
対
象
と
す
る
法
律
要
件
の
規
定
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（
3
）

並
び
に
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
時
間
的
限
定
も
ま
た
反
対
し
て
い
る
。
時
間
的
に
限
定
の
あ
る
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
ド
イ
ッ
の
社
会
的
基
盤

整
備
か
ら
こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
た
用
益
に
対
す
る
対
価
と
し
て
の
、
応
益
負
担
原
則
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
、
事
後
的
に
徴
収
さ
れ
る
租
税
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
過
去
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
無
制
限
納
税
義
務
の
枠
内
に
お
い
て
租
税
が
支
払
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

課
税
は
従
前
の
経
済
的
利
益
と
で
は
な
く
現
在
の
状
態
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
は
ド
イ
ッ
租
税
通
則
法

第
四
二
条
（
租
税
回
避
対
抗
規
定
）
の
具
体
化
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
軽
課
税
国
へ
の
移
住
は
そ
れ
自
体
、
法
の
形
成
可
能
性
の
濫
用
で
な
い
か
ら

　
（
5
）

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
は
、
所
得
の
移
転
に
対
抗
す
る
規
範
で
あ
る
。
同
条
に
よ
っ
て
、
軽
課
税
国
へ
の
移
住
を
租
税
法
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

誘
因
措
置
に
よ
っ
て
阻
止
し
よ
う
と
す
る
、
政
策
目
標
が
追
求
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
立
法
理
由
書
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

住
所
を
軽
課
税
国
に
異
動
す
る
が
、
し
か
し
、
実
質
的
な
経
済
的
利
益
を
ド
イ
ッ
国
内
に
と
ど
め
て
い
る
そ
う
し
た
者
は
、
住
所
の
異
動

後
も
そ
の
者
の
ド
イ
ッ
の
所
得
及
び
ド
イ
ッ
の
財
産
に
つ
い
て
、
国
内
に
残
留
す
る
者
が
同
じ
条
件
の
も
と
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
租
税
を
課
税
さ
れ
る
（
対
外
取
引
税
法
第
二
条
な
い
し
五
条
）
。
そ
れ
故
、
同
草
案
は
、
こ
の
よ
う
な
者
に
つ
い
て
は
住
所
の
異
動
後
最
初

の
一
〇
年
間
に
つ
き
、
す
べ
て
の
非
居
住
者
に
か
か
る
制
限
納
税
義
務
を
拡
張
し
て
い
る
。

　
か
く
し
て
、
ド
イ
ッ
の
立
法
者
が
、
普
通
制
限
納
税
義
務
を
根
拠
と
し
て
生
じ
て
く
る
国
内
の
課
税
可
能
性
を
不
十
分
だ
と
受
け
と
め

た
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
に
よ
る
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
重
大
な
体
系
上
の
誤
り
を
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
て
い
る
所
得
税
法
第
四
九
条
、
五
〇
条
及
び
五
〇
条
a
の
帰
結
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

た
し
か
に
対
外
取
引
税
法
第
二
条
は
・
所
得
税
法
第
四
九
条
扇
の
捕
捉
漏
れ
の
多
い
国
内
源
泉
所
得
の
鹿
及
び
平
等
違
反
の
粗
所
得
課
税
を
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

所
得
課
税
に
よ
り
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
体
系
上
の
瑠
疵
を
大
幅
に
除
去
し
て
い
る
。
し
か
し
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
自
体
は
、

再
び
別
な
態
様
に
よ
る
体
系
違
反
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
立
法
者
の
誤
り
の
あ
る
構
成
の
結
果
で
あ
る
。
所
得
税
法
第
四
九
条
、
五

〇
条
及
び
吾
条
a
が
そ
の
体
系
上
の
勧
を
す
べ
て
除
去
す
る
こ
と
が
・
実
質
的
正
義
に
適
・
て
い
る
で
あ
ろ
兎
そ
う
だ
と
す
れ
ば
・
対
外
取
引
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税
法
第
二
条
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
立
法
者
は
対
外
取
引
税
法
第
二
条
に
よ
っ
て
、
数
量
的
に
非
常
に
限
定
の
あ
る
範
囲
の
者
に
つ
い
て
、

特
別
規
定
を
設
け
、
そ
し
て
、
こ
の
特
別
規
定
は
制
限
納
税
義
務
者
に
対
す
る
（
そ
も
そ
も
す
で
に
平
等
違
反
の
）
課
税
を
部
分
的
に
せ
よ
一
層
強
化

し
て
い
る
。

　
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
制
限
納
税
義
務
の
場
合
と
同
様
に
二
重
課
税
条
約
の
制
約
効
果
を
う
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
拡
張
的
制
限

納
税
義
務
は
、
特
に
適
格
資
本
参
加
持
分
の
譲
渡
か
ら
生
ず
る
利
益
、
及
び
国
内
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
独
立
活
動
及
び
従
属
活
動
か
ら

生
ず
る
利
益
な
ら
び
に
利
子
所
得
及
び
ラ
イ
セ
ン
ス
使
用
料
所
得
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
は
た
ら
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

お
け
る
排
他
的
課
税
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
た
い
て
い
住
所
地
国
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
と
く
に
配
当
に
つ
い

て
二
重
課
税
条
約
に
よ
っ
て
ド
イ
ッ
に
お
け
る
課
税
が
税
率
上
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
五
項
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
完
全
累
進
課
税
は
、
源
泉
徴
収
義
務
の
あ
る
所
得
に
つ
い
て
は
た
ら
か
な
い
。
最
後
に
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
五
項

一
文
に
規
定
さ
れ
て
い
る
累
進
税
率
適
用
の
留
保
も
ま
た
、
租
税
条
約
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
る
。
こ
の
累
進
税
率
適
用
の
留
保
は
、
源

泉
地
国
と
し
て
の
ド
イ
ッ
国
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
源
泉
地
国
に
つ
い
て
租
税
条
約
は
累
進
税
率
適
用
の
留
保
を
定
め
て
い
な
い
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

源
泉
地
国
は
つ
ね
に
な
ん
ら
留
保
も
せ
ず
、
国
外
所
得
を
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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特
殊
問
題
が
、
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
ニ
重
課
税
条
約
に
基
づ
い
て
生
じ
る
。
同
条
約
に
よ
れ
ば
、
条
約
の
効
果
は
次
の
場
合
に
著
し
く
減
少
す
る
。
す

な
わ
ち
、
ド
イ
ッ
で
制
限
納
税
義
務
を
負
い
、
同
時
に
住
所
地
国
と
し
て
の
ス
イ
ス
で
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
負
う
者
が
、
ド
イ
ッ
国
に
源
泉
す
る

所
得
す
べ
て
に
つ
い
て
ス
イ
ス
租
税
を
課
税
さ
れ
な
い
場
合
に
で
あ
る
（
ド
イ
ッ
・
ス
イ
ス
ニ
重
課
税
条
約
第
四
条
六
項
a
）
。
さ
ら
に
、
源
泉
地
国

と
し
て
の
ド
イ
ッ
国
に
生
じ
る
条
約
上
の
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
税
の
制
限
納
税
義
務
と
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
並
存
が
、
転
居
の
年
度
及

び
翌
五
年
間
に
お
い
て
、
持
続
す
る
（
ド
イ
ッ
・
ス
イ
ス
ニ
重
課
税
条
約
第
四
条
四
項
）
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
二
重
課
税
は
ド
イ
ッ
国
の
段
階
で

外
国
税
額
控
除
に
よ
っ
て
緩
和
さ
払
誌
。
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こ
れ
は
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二
重
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税
条
約
が
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泉
地
国
に
お
け
る
累
進
税
率
適
用
の
留
保
を
排
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し
て
い
な
い
こ
と
が
、
決
定
的
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と
考
え
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三
　
人
的
要
件

　
1
　
国
　
籍

　
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
国
外
に
移
住
し
た
自
然
人
に
の
み
か
か
わ
っ
て
い
る
。
法
人
特
に
物
的
会
社
に
関
す
る
類
似
の
規
定
は
、

存
在
し
な
い
。
自
然
人
と
し
て
、
ド
イ
ッ
国
籍
者
の
み
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
自
然
人
に

つ
い
て
の
み
実
質
的
正
義
に
適
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
内
に
本
店
を
有
す
る
（
類
似
の
）
法
人
は
、
管
理
の
場
所
を
国

外
に
異
動
さ
せ
て
も
依
然
と
し
て
制
限
納
税
義
務
を
負
い
つ
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
本
店
を
外
国
に
異
動
し
よ
う
と
す
る
「
法
人
」
の
場
合
に
、
そ
の
「
移
住
」
、
し
た
が
っ
て
制
限
納
税
義
務
へ
の
変
更
は
、
国
内
に
お
け
る
解

（
龍
と
国
外
で
の
新
規
設
立
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
り
・
し
か
も
そ
の
結
果
利
益
は
実
現
離
・
そ
れ
故
・
・
移
住
し
た
」
法
人
と
国
内
に
こ
れ
ま
で
在

立
し
て
い
た
法
人
と
の
同
一
性
は
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
法
人
の
場
合
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
た
め
の
決
定
的
結
節
点
が
欠
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

い
る
。
こ
の
点
を
田
声
3
（
ω
臨
は
正
当
に
も
指
摘
し
た
。
人
的
会
社
の
場
合
、
国
外
へ
の
本
店
異
動
は
そ
の
人
的
納
税
義
務
に
と
っ
て
意
義
が
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
的
会
社
は
ド
イ
ッ
所
得
税
法
に
よ
れ
ば
納
税
主
体
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
一
項
は
、
拡
張
的
制
限
納
税
を
、
異
動
前
の
一
〇
年
間
に
合
計
五
年
以
上
無
制
限
納
税
義
務
を
負
っ
て
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い
た
と
い
わ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
そ
う
し
た
ド
イ
ッ
国
籍
に
依
存
さ
せ
て
い
る
。

　
無
制
限
納
税
義
務
も
制
限
納
税
義
務
も
国
籍
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
の
で
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
ド
イ
ッ
の
国
籍
に
の
み
伸
張
す

る
こ
と
は
、
事
物
に
親
し
ま
な
い
。
課
税
は
応
能
負
担
原
則
を
指
向
す
べ
き
で
あ
る
の
で
、
他
の
点
で
条
件
が
同
じ
で
あ
る
と
き
に
ド
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ツ
の
国
籍
者
が
非
居
住
者
よ
り
重
く
課
税
す
る
こ
と
が
、
い
か
な
る
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
う
る
の
か
は
、
認
識
で
き
な
い
。
こ
れ
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

た
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
と
も
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ッ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
を
平
等
原
則
（
ボ
ン
基
本

法
第
三
条
一
項
、
日
本
国
憲
法
第
一
四
条
）
違
反
と
判
断
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
非
居
住
者
を
課
税
し
な
い
こ
と
は
、
非
居
住
者
が
そ

の
者
の
故
国
へ
再
移
住
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
、
実
質
的
正
義
に
適
っ
た
、
し
た
が
っ
て
恣
意
と
い
う
非
難
を
う
け
な
い
考
慮
に

基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
で
保
障
さ
れ
た
開
業
の
自
由
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

移
住
の
自
由
権
（
E
E
C
条
約
第
七
条
、
五
二
条
及
び
五
八
条
）
に
も
抵
触
す
る
。

　
　
　
ド
イ
ッ
人
及
び
国
籍
の
要
件
は
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
の
法
律
要
件
要
素
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
5
）
　
国
際
私
法
の
領
域
に
お
い
て
ド
イ
ッ
で
の
通
説
た
る
本
店
説
（
o
o
壽
9
8
幕
）
に
よ
れ
ば
、
国
外
へ
の
本
店
異
動
は
で
き
な
い
。
ω
O
押
　
9
－

　鼠一①

自
N
『
器
＼
①
o。
＜
o
ヨ
一
刈
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O
」
O
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一
ω
O
＝
N
㎝
一
，
曽
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＜
N
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①
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＜
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ω
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」
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肉
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＝
N
㎝
G
o
」
o
o
ご
自
N
刀
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O
＼
お
＜
o
ヨ
伊

　
＝
」
O
o
o
ρ
oご
○
＝
N
刈
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。
ω
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〇〇
咽
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N
カ
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〇
＼
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＜
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ヨ
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●
ω
」
O
oo
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＝
N
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S
b
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①
O
旧
国
四
ヨ
ヨ
震
α
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虫
『
o
窪
切
震
一
ヨ
と
寡
①
＝
①
d
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一
＼
o
o
P
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≦

　
一
〇
〇
ρ
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0
9
0
［
O
閃
声
コ
ζ
霞
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N
≦
一
ω
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雪
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旨
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㎝
¢
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〇〇
＼
o

o
o
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＜
o
ヨ
b
o
命
郵
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〇
〇
ρ
○
ヨ
σ
寓
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〇
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ρ
ω
㎝
ω
“
ω
四
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○
σ
い
O
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ゆ
Φ
ω
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霞
＝
ゆ
ω
N
ゆ
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辰
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O
b
o
＜
o
ヨ
8
ω
」
O
O
b
o
一
困
薯
一
〇
〇
鈍
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刈
轟
・

（
1
6
）
　
＜
匹
’
切
黛
貸
ミ
ぎ
ら
ミ
韻
ミ
簿
）
＞
囚
け
ρ
㈱
鱒
露
力
自
Z
5
00
‘
ミ
8
ミ
ミ
o
。
。
。
。
ミ
ミ
塁
箋
（
閃
P
一
ω
）
諭
卜
o
》
ω
る
》
コ
ヨ
・
O
．

（
1
7
）
　
山
黛
ミ
ぎ
ミ
o
う
ミ
（
閃
コ
」
ω
y
ω
」
ω
。

（
1
8
）
　
批
判
す
る
も
の
に
、
と
り
わ
け
、
ぎ
鷺
卵
歳
ミ
♪
＞
ζ
5
ま
閃
轟
α
q
窪
号
ω
＞
⊆
ゆ
Φ
霧
5
仁
段
お
魯
房
」
霧
冨
8
区
震
①
号
の
、
．
ω
8
垢
δ
霧
①
お
①
－

　
ω
O
け
N
O
の
．
．
仁
⇒
一
①
『
ω
①
『
口
O
評
ω
一
〇
ゴ
け
一
α
q
仁
【
［
船
門
α
①
ω
⇒
〇
一
』
O
目
［
一
》
O
℃
℃
Φ
一
σ
Φ
ω
け
①
仁
①
『
二
づ
舶
門
ω
の
σ
一
《
○
【
⇒
コ
P
O
づ
ω
回
P
一
一
α
①
目
ω
O
『
＜
㍉
①
帥
N
）
ω
ごご
　
一
〇
刈
一
　
一
一
Qo
㎝
噛
「
。
｝
　
一
一
Qo
刈
’

（
1
9
）
　
肉
』
爵
ミ
ミ
湧
G
。
鳴
§
塁
ミ
（
閃
戸
一
ω
y
㈱
N
＞
ω
δ
＞
目
ヨ
。
刈
。
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（
2
0
）
ω
＜
①
『
お
N
ω
〈
い
b
o
＼
oo
ω
＜
o
ヨ
一
井

（
21
）
　
参
照
、
国
仁
O
国
＜
o
ヨ
“
」
」
S
轟
ゆ

　
お
お
」
O
刈
ρ
一
冨
O
ヰ
旧
国
露
O
＝
＜
O
目

　
h
捨

㎝
」
O
oo
9
ω
ω
臼
＝
O
o
o
①
一
露
oo
一
戸
（
①
“
oo
）
■

国
仁
O
＝
国
＜
o
ヨ
鼻
●
井
一
〇
刈
合
一
〇
刈
昏
噛
ω
O
㎝
角
■
料
国
⊆
O
＝

8
b
o
」
O
刈
O
u
国
仁
O
＝
国
＜
o
ヨ
8
b
o
」
O
刈
P
一
〇
刈
P
ω
O
O
⇒

＜
o
ヨ
N
oo

。
oo
●
一
〇
刈
P
国
⊆
O
＝
国
＜
o
ヨ
笛
oo
9
ω
’

。
詳
細
は
、
の
魯
§
ミ
ミ
お
（
閃
ロ
6
y
9
曽

　
2
　
国
内
に
お
け
る
旧
無
制
限
納
税
義
務

　
無
制
限
納
税
義
務
の
終
了
前
の
最
近
一
〇
年
間
に
お
い
て
合
計
五
年
以
上
無
制
限
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
た
ド
イ
ッ
国
籍
者
だ
け
が
、

拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
負
う
。
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
一
項
は
、
無
制
限
納
税
義
務
に
つ
い
て
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
一
条
一
項

一
文
だ
け
を
参
照
さ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
拡
張
的
無
制
限
納
税
義
務
者
（
所
得
税
法
第
一
条
二
項
三
項
）
は
、
対
外
取
引
税
法
第
二

条
の
適
用
対
象
に
あ
た
ら
な
い
。
対
外
取
引
税
法
第
二
条
一
項
で
求
め
ら
れ
て
い
る
一
〇
年
期
間
及
び
五
年
期
間
は
、
課
税
期
間
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

て
で
は
な
く
、
一
九
七
七
ド
イ
ッ
租
税
通
則
法
第
一
〇
八
条
及
び
ド
イ
ッ
民
法
第
一
八
七
条
以
下
に
し
た
が
っ
て
計
算
す
る
。
こ
の
一
〇

年
期
間
は
、
遡
及
計
算
の
意
味
に
お
い
て
、
無
制
限
納
税
義
務
の
前
提
要
件
が
終
了
し
た
日
、
す
な
わ
ち
納
税
義
務
者
が
国
内
に
お
け
る

そ
の
住
所
及
び
又
は
通
常
の
居
所
を
放
棄
す
る
日
か
ら
進
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
期
間
は
必
ず
し
も
あ
る
特
定
年
度
の
一
二
月
三

一
日
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
五
年
期
間
は
、
当
該
移
住
者
が
ド
イ
ッ
人
で
あ
っ
た
か
又
は
無
制
限
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
た
期
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
つ
い
て
、
中
断
の
な
い
期
間
を
求
め
て
い
な
い
。
五
年
の
無
制
限
納
税
義
務
は
、
む
し
ろ
、
複
数
の
時
間
的
断
片
の
合
計
で
よ
い
。
無

制
限
納
税
義
務
を
根
拠
づ
け
な
い
国
内
在
留
期
間
は
、
算
入
さ
れ
な
い
。
逆
に
、
国
外
滞
在
中
に
無
制
限
納
税
義
務
が
継
続
し
て
い
る
場

合
、
そ
の
国
外
滞
在
期
間
は
算
入
さ
れ
る
。
類
似
し
た
こ
と
は
国
籍
の
期
間
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条

一
項
の
一
〇
年
期
間
及
び
五
年
期
間
は
、
旧
東
ド
イ
ッ
で
の
所
得
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
た
期
間
、
な
ら
び
に
一
九
七
二
年

一
月
一
日
、
対
外
取
引
税
法
の
発
効
（
対
外
取
引
税
法
第
一
二
条
二
項
）
前
の
期
間
に
つ
い
て
も
関
係
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
納
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税
義
務
者
が
対
外
取
引
税
法
の
発
効
前
に
移
住
し
て
お
り
、
か
つ
第
二
条
の
前
提
要
件
　
　
国
外
住
所
時
に
つ
い
て
－
　
が
充
足
し
て
い

る
場
合
に
も
、
一
〇
年
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
憲
法
上
異
論
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

遡
及
が
法
律
要
件
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
所
得
税
法
第
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
国
内
に
住
所
又
は
通
常
の
居
所
を
有
す
る
自
然
人
が
所
得
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
。

所
得
税
法
第
一
条
一
項
の
所
得
税
義
務
は
、
当
該
自
然
人
が
現
実
に
所
得
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

ド
イ
ッ
生
ま
れ
の
子
供
で
、
か
つ
自
己
の
所
得
を
取
得
し
て
い
な
く
と
も
、
ド
イ
ッ
で
五
年
生
活
し
て
い
た
も
の
は
、
対
外
取
引
税
法
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

二
条
の
要
件
を
充
足
し
う
る
。

わが国所得税制における「拡張的制限納税義務」の創設の必要性

（
2
2
）
　
通
説
、
肉
8
ミ
ミ
”
歳
鳴
き
き
＞
霧
三
詩
巨
閃
＜
9
冨
α
q
象
貯
聲
国
ぎ
屏
旨
津
2
σ
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震
≦
Φ
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旨
冨
ω
o
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ζ
震
曽
①
器
弓
旨
o
げ
二
巴
ω
6
留
ω

　
＞
仁
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Φ
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＞
譲
U
ω
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一
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鐸
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O
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ミ
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鳴
ミ
一
塁
ミ
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閃
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ω
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伽
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＞
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＞
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ヨ
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誉
＼
曽
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＼
♀
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曽
O
曽
伽
ω
Qり
6
8
ミ
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簿
ヨ
一
ω
憲
目
一
〇
F
国
望
O
一
㈱
ω
＞
曽
O
知
N
。
Qo
’

（
2
3
）
　
ミ
魯
ミ
ミ
湧
。
り
鴨
ミ
一
塁
ミ
（
閃
戸
一
ω
y
　
㈱
N
》
ω
δ
＞
ロ
ヨ
」
㎝
一
竈
G
ミ
ミ
（
閃
戸
卜
o
卜
o
）
一
＞
≦
∪
ω
ω
一
〇
鳶
一
N
O
O
旧
蚕
q
鳶
鷺
＼
縛
書
§
＼
O
き
鴇

　
（
閃
p
卜
o
N
y
㎝
鱒
の
6
刈
。

（
2
4
）
　
ω
＜
霞
お
（
閃
昌
■
8
y
ω
の
田
＝
O
o
o
①
目
露
oo’

（
2
5
）
　
ミ
魯
ミ
ミ
湧
。
り
鳴
§
塁
ミ
（
閃
戸
一
〇
。
y
㎝
N
＞
ω
お
》
ロ
ヨ
」
一
．

　
3
　
国
外
に
お
け
る
居
住
地

　
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
一
項
一
号
に
よ
れ
ば
、
所
得
税
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
移
住
者
が
そ
の
者
の
所
得
に
つ
い
て
軽

課
税
だ
け
を
う
け
る
そ
う
し
た
国
外
領
域
に
お
い
て
居
住
し
て
い
る
場
合
か
、
又
は
い
ず
れ
の
外
国
に
も
居
住
し
て
い
な
い
場
合
に
限
っ

て
、
成
立
す
る
。
あ
る
者
が
軽
課
税
国
に
居
住
す
る
に
至
っ
た
動
機
は
、
第
二
条
の
適
用
に
と
っ
て
重
要
で
な
い
。
例
え
ば
、
ド
イ
ッ
事
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業
者
が
ス
イ
ス
で
結
婚
し
た
場
合
、
そ
の
者
は
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
負
う
。
ド
イ
ッ
無
制
限
納
税
義
務
の
前
提
要
件
に
相
応
す
る
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

う
し
た
前
提
要
件
を
あ
る
者
が
軽
課
税
国
で
充
足
す
る
場
合
、
そ
の
者
は
そ
の
軽
課
税
国
に
お
い
て
居
住
し
て
い
る
と
い
う
。
あ
る
者
が

い
つ
外
国
で
居
住
す
る
か
の
問
題
は
、
ま
ず
第
一
に
外
国
租
税
法
の
反
射
効
と
し
て
判
断
さ
れ
、
そ
し
て
予
備
的
に
の
み
一
九
七
七
年
ド

イ
ッ
租
税
通
則
法
第
八
条
・
第
九
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
納
税
義
務
者
が
直
接
に
ド
イ
ッ
か
ら
軽
課
税

国
へ
移
住
す
る
こ
と
は
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
前
提
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。
所
得
税
の
無
制
限
納
税
義
務
の
終
了
後
一
〇
年
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

に
ひ
と
つ
の
軽
課
税
国
に
お
け
る
居
住
地
が
必
要
で
あ
る
。
移
住
者
が
軽
課
税
国
に
お
い
て
（
も
）
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
、
対
外
取
引

税
法
第
二
条
一
項
一
号
は
判
断
基
準
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
文
は
制
限
的
に
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
移
住
者
が
ひ
と
つ
の
軽
課
税
国
に
お
い
て
の
み
居
住
す
る
場
合
に
限
っ
て
、
法
律
効
果
が
生
じ
る
。
移
住
者
が
重
複
住

所
に
基
づ
い
て
そ
の
者
の
全
世
界
所
得
総
額
に
つ
い
て
重
課
税
国
の
課
税
に
服
す
る
場
合
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
い
か
な
る
根
拠
も

　
　
　
（
2
8
）

消
滅
す
る
。
最
後
に
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
一
項
一
号
を
経
由
し
て
、
い
わ
ゆ
る
住
所
不
定
者
、
し
た
が
っ
て
国
外
に
も
国
内
に
も
住

所
又
は
長
期
の
滞
在
地
も
有
し
な
い
者
も
、
捕
捉
さ
れ
る
。

　
ひ
と
つ
の
軽
課
税
地
国
に
お
け
る
居
住
地
の
存
否
に
つ
い
て
の
立
証
責
任
は
、
租
税
証
拠
法
の
一
般
原
則
に
よ
っ
て
課
税
当
局
に
配
分

　
　
（
2
9
）

さ
れ
る
の
で
、
税
務
署
に
あ
る
。
税
務
署
は
職
権
に
よ
り
居
住
地
の
問
題
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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対
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条
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制
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適
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を
歓
迎
に
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も



　
の
と
し
て
考
え
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
法
的
根
拠
を
あ
げ
て
い
な
い
。
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4
　
軽
課
税

　
自
然
人
が
軽
課
税
し
か
を
う
け
な
い
そ
う
し
た
国
外
領
域
に
お
い
て
そ
の
者
が
居
住
す
る
場
合
に
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
が
生
じ
る
。

い
ず
れ
の
国
外
領
域
に
お
い
て
軽
課
税
が
み
ら
れ
る
か
は
、
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
二
項
一
号
に
し
た
が
っ
て
、
一
五
〇
、
○
○

○
ド
イ
ッ
・
マ
ル
ク
の
課
税
所
得
を
有
す
る
未
婚
の
自
然
人
に
つ
い
て
の
所
得
税
負
担
を
一
般
的
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
則
と

し
て
抽
象
的
に
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
課
税
さ
れ
る
べ
き
者
の
人
的
事
情
に
か
か
わ
り
な
く
な
さ
れ
う
る
こ
う
し
た

所
得
税
負
担
比
較
に
よ
り
、
国
外
領
域
に
お
け
る
み
な
し
所
得
税
が
国
内
で
居
住
す
る
自
然
人
の
負
担
よ
り
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
場
合
、
当
該
課
税
さ
れ
る
べ
き
者
が
国
外
領
域
に
お
い
て
軽
課
税
を
う
け
て
い
る
と
の
、
反
証
し
う
る
推
定
が
は
た
ら

く
（
対
外
取
引
税
法
第
二
条
二
項
一
号
）
。
さ
ら
に
、
当
該
自
然
人
が
国
外
領
域
に
お
い
て
優
遇
課
税
を
請
求
し
う
る
場
合
に
も
、
軽
課
税
は

み
ら
れ
る
（
対
外
取
引
税
法
第
二
条
二
項
二
号
）
。
こ
の
推
定
も
ま
た
反
証
し
う
る
。

　
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
二
項
一
号
の
第
一
選
択
肢
は
、
抽
象
的
負
担
比
較
を
判
断
基
準
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
一
五
〇
、

O
O
O
ド
イ
ッ
・
マ
ル
ク
の
課
税
所
有
を
有
す
る
未
婚
自
然
人
の
税
負
担
額
が
、
判
断
基
準
で
あ
る
。
こ
の
者
が
当
該
国
外
の
住
所
地
国

に
お
い
て
徴
収
を
う
け
る
で
あ
ろ
う
所
得
税
が
、
国
内
の
無
制
限
納
税
義
務
の
場
合
な
ら
徴
収
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
よ
う

な
所
得
税
と
比
較
さ
れ
る
。
租
税
請
求
権
が
課
税
期
間
の
徒
過
と
同
時
に
は
じ
め
て
発
生
す
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
（
所
得
税
法
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

三
六
条
一
項
）
、
外
国
通
貨
を
ド
イ
ッ
・
マ
ル
ク
に
交
換
す
る
場
合
、
課
税
期
間
の
最
終
日
の
相
場
が
基
準
と
な
る
。
対
外
取
引
税
法
第
二
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条
二
項
二
号
の
第
二
選
択
肢
で
は
、
当
該
国
外
住
所
地
国
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
の
所
得
税
負
担
が
、
一
般
的
課
税
に
比
し
て
、
供

与
さ
れ
て
い
る
優
遇
課
税
に
基
づ
き
相
当
に
減
額
さ
れ
う
る
と
き
に
、
軽
課
税
は
存
在
し
う
る
。
納
税
義
務
者
が
国
外
に
お
い
て
全
部
又

は
大
部
分
同
地
の
租
税
を
免
れ
う
る
場
合
、
と
く
に
国
外
源
泉
所
得
が
ま
っ
た
く
租
税
を
課
税
さ
れ
な
い
か
、
若
し
く
は
租
税
特
別
措
置

の
下
で
租
税
を
少
し
ば
か
り
課
税
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
又
は
、
国
外
で
の
課
税
が
特
別
な
租
税
協
定
（
租
税
契
約
）
に
よ
っ
て
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

減
さ
れ
う
る
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
優
遇
課
税
が
み
ら
れ
る
。

　
優
遇
課
税
が
実
際
に
納
税
義
務
者
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
重
要
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
優
遇
課
税
が
請
求
さ
れ
う
る
場

合
に
そ
れ
が
相
当
の
租
税
軽
減
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
要
件
で
あ
る
。
い
つ
租
税
軽
減
が
相
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
法
律

　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

は
言
明
し
て
い
な
い
。
重
課
税
国
を
含
め
、
た
い
て
い
の
国
は
、
い
わ
ゆ
る
移
住
者
に
つ
い
て
優
遇
課
税
を
定
め
て
い
る
の
で
、
軽
課
税

に
適
用
さ
れ
る
第
一
選
択
肢
（
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
二
項
一
号
）
は
、
租
税
軽
減
が
通
常
の
税
負
担
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

こ
れ
を
す
で
に
相
当
の
租
税
軽
減
と
認
め
る
の
な
ら
ば
、
も
は
や
な
ん
ら
実
務
上
の
意
義
を
有
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
対

外
取
引
税
法
第
二
条
二
項
二
号
で
表
現
さ
れ
て
い
る
軽
課
税
国
の
推
定
が
重
課
税
国
に
も
あ
て
は
ま
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
価
値
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

に
対
応
し
て
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
自
身
も
軽
課
税
国
で
あ
ろ
う
。

　
納
税
義
務
者
は
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
二
項
一
号
二
号
か
ら
明
ら
か
に
な
る
軽
課
税
国
の
推
定
を
次
の
よ
う
に
反
証
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
者
の
所
得
全
体
か
ら
納
付
さ
る
べ
き
租
税
が
、
国
内
に
お
い
て
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
と
き
に
納
付
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
所
得
税
の
三
分
の
二
超
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
納
税
義
務
者
が
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
三
分
の
二
負
担
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

立
証
は
、
仮
想
的
賦
課
処
分
に
基
づ
く
具
体
的
負
担
比
較
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
国
外
に
お
い
て
納
付
さ
れ
た
租
税
が
問
題
で
あ
る
範
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
37
）

に
お
い
て
、
当
該
外
国
租
税
法
の
意
味
に
お
け
る
所
得
が
判
定
基
準
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

に
お
い
て
所
得
税
に
服
さ
な
い
そ
う
し
た
所
得
類
型
に
対
す
る
外
国
租
税
も
ま
た
、
比
較
の
対
象
に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
比
較
の
計
算
を
す
る
に
当
た
っ
て
、
ド
イ
ッ
所
得
税
の
ほ
か
に
、
住
所
地
国
及
び
第
三
国
に
お
い
て
納
付
さ
れ
る
べ
き
、
外
国
収
益
税
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も
ま
た
勘
酌
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
が
ド
イ
ッ
所
得
税
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
重
要
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

な
い
。
そ
れ
ら
が
同
様
に
課
税
基
礎
と
し
て
所
得
を
有
す
る
か
ど
う
か
だ
け
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
地
方
税
や
市
町
村
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

も
、
そ
れ
ら
が
所
得
か
ら
納
付
さ
れ
る
限
り
、
考
慮
さ
れ
る
。

　
仮
想
賦
課
の
枠
内
に
お
い
て
は
、
当
該
自
然
人
は
、
あ
た
か
も
国
内
に
お
い
て
無
制
限
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
地
位

に
置
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
外
で
成
立
し
た
人
的
事
情
が
当
該
枠
内
で
の
具
体
的
な
税
負
担
額
を
計
算
す
る
際
に
も
斜
酌
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
、
夫
婦
が
国
外
で
生
計
を
一
に
し
て
い
る
と
き
に
も
、
二
分
二
乗
税
率
が
適
用
さ
れ

（
4
2
）る

。

（
3
0
）
ミ
賊
簿
＼
ミ
毯
題
§
塁
禽
（
喝
P
一
ω
y
男
カ
一
〇
鳶
ふ
鳶
噛
噛
■
（
㎝
鳶
y
ミ
8
ミ
§
翁
亀
§
塁
箋
（
問
口
」
ω
y
吻
吋
＞
の
δ
＞
ロ
ヨ
●
oo
一
9
導
ミ
》
鳴

ミ
貸
（
男
p
冨
y
㎝
笛
》
ω
δ
認
、
5
。
異
説
、
↓
N
．
b
o
』
。
聾
寄
」
8
ω
ω
ζ
引
の
。
貸
o
ぎ
①
霧
＜
o
ヨ
＝
る
」
雪
企
ω
ω
け
匹
」
O
鐸
一
“
認
扇
ミ
亭

　
醤
o
ミ
φ
ミ
（
閃
戸
一
ω
y
一
み

（
31
）
　
ミ
普
ミ
§
麩
。
。
o
§
塁
ミ
（
閃
P
一
ω
y
㎝
b
o
＞
の
5
＞
づ
ヨ
’
oo
㎝
〕
oo
ρ

（
3
2
）
　
こ
れ
か
ら
、
歳
魁
N
ミ
茜
一
、
霞
幾
℃
》
霧
鷺
婁
鋤
三
器
閃
ヨ
閃
窪
N
巽
段
婁
α
冨
『
8
口
σ
8
9
感
目
ζ
雪
oo
9
5
『
℃
霞
魯
ぴ
O
曽
N
＼
＞
お
園
一
腿
噛
h

　
（
轟
y
歳
翼
§
酋
、
蕊
ミ
」
員
口
茸
ヨ
き
具
国
蒔
＼
ζ
①
一
目
冨
一
国
曽
9
㈱
⑲
》
曽
O
カ
ユ
目
ふ
は
、
憲
法
上
の
疑
念
を
導
き
だ
す
。

（
3
3
）
　
例
え
ば
、
参
照
、
一
九
九
〇
年
改
正
の
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
三
条
。

（
3
4
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
箋
8
ミ
ミ
湧
o
り
o
§
塁
箋
（
勺
戸
一
ω
y
㎝
鱒
》
ω
δ
》
づ
ヨ
’
o
o
o
o
，

（
3
5
）
　
一
九
九
〇
年
改
正
の
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
＝
工
条
及
び
同
法
第
三
四
条
c
第
五
項
（
概
算
税
）
に
つ
い
て
。

（
3
6
）
　
ω
句
＝
と
『
邑
＝
カ
oo
ミ
o
。
㎝
＜
o
ヨ
ω
ρ
一
一
」
O
o
o
o
o
”
閃
力
5
0。
P
謡
7
ω
↓
勾
囚
＞
ω
お
㈱
鱒
勿
F
設
例
に
つ
い
て
、
参
照
、
ミ
魯
ミ
ミ
8
。
り
恥
§
－

　
遷
ミ
（
男
戸
一
ω
y
ゆ
N
＞
ω
る
｝
コ
ヨ
●
刈
oo
’

（
37
）
　
年
度
帰
属
の
問
題
に
つ
い
て
、
ミ
魯
ミ
ミ
“
鴇
ミ
§
塁
ミ
（
閃
P
る
）
あ
N
＞
曽
○
》
ロ
ヨ
●
8
一
や

（
3
8
）
歳
ミ
§
肉
（
閃
劉
o
。
N
y
u
曽
N
＞
一
〇
鐸
〕
“
“
ま
ミ
§
伽
（
蜜
。
器
y
伽
b
。
》
の
δ
勾
α
旨
’
㎝
旧
ミ
魯
ミ
妄
毯
亀
§
塁
蘂
（
寄
」
o
。
y
伽
鱒
》
oo
δ

　
》
コ
ヨ
、
①
9
ミ
q
ミ
災
曽
ぎ
§
＼
♀
o
鴇
（
閃
口
b
N
y
》
望
ρ
㈱
鱒
ω
6
0
0
胃
こ
れ
に
対
し
、
所
得
税
法
に
い
う
所
得
に
依
拠
す
る
も
の
に
、
騨
ミ
や
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蓉
ミ
。
。
ミ
（
問
戸
ω
o
o
y
一
仰
ミ
§
簿
（
男
コ
．
b
o
N
y
㎝
ω
＞
oo
δ
カ
N
」
8

（
3
9
）
　
実
際
に
納
税
さ
れ
た
租
税
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
ミ
魯
ミ
蚕
湧
。
う
驚
§
塁
禽
（
閃
戸
5
）
諭
鵬
》
曽
O
＞
づ
ヲ
①
が
ミ
融
ミ
顎
毯
鴇
ミ
塁
要

　
（
司
p
一
ω
）
扇
即
一
〇
鐸
｝
㎝
討
駿
．
（
㎝
誤
）
一
〇
ミ
、
き
O
ミ
§
ミ
茜
」
o
§
ミ
茎
＞
σ
讐
①
冒
巨
ひ
q
の
マ
お
雪
げ
①
一
α
Φ
『
①
毫
Φ
一
一
①
旨
窪
σ
①
の
。
ぼ
ぎ
犀
一
雪

　
国
ぎ
ざ
ヨ
ヨ
雪
2
窪
震
風
ぎ
『
ゴ
U
ω
昂
一
S
9
“
o
o
ω
ヌ
異
説
、
↓
N
b
煙
伊
Z
『
」
Ω
8
ω
家
や
曽
『
お
ぎ
Φ
霧
＜
o
ヨ
＝
褐
」
O
置
ω
ω
田
野

　
一
〇
刈
“
一
鼻
“
卜
⊃
●

（
40
）
　
切
閃
＝
＜
o
ヨ
oo
ρ
＝
」
O
o
o
o
o
）
ゆ
ω
一
頃
r
お
oo
O
一
一
ω
①
9

（
4
1
）
　
、
§
ミ
ミ
翁
恥
ミ
§
塁
ミ
（
閃
戸
一
ω
）
あ
鱒
＞
o
o
お
＞
⇒
ヨ
。
認
一
〇〇
一
■

（
4
2
）
　
ミ
魯
ミ
ミ
湧
器
§
塁
ミ
（
句
戸
一
ω
）
諭
ω
＞
ω
お
》
コ
ヨ
。
お
帥
。
げ
“
ミ
q
ミ
鳴
＼
も
o
o
ミ
§
＼
O
S
鴇
（
問
ロ
』
卜
o
y
＞
ω
一
ρ
　
伽
N
ω
・
㎝
oo
区
㍉
§
麩
頓
o
、

ミ
塁
ミ
（
閃
p
G
o
y
お
R
（
お
y
異
説
、
切
讐
ミ
§
o
ミ
の
ミ
（
男
戸
お
）
」
9
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四
　
物
的
要
件

　
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
一
項
二
号
に
よ
れ
ば
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
移
住
者
が
国
内
に
お
け
る
本
質
的
な
経
済
的
利
益

を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
国
内
に
お
け
る
本
質
的
経
済
的
利
益
（
幕
の
窪
暮
。
冨
三
塁
。
訂
｛
注
9
巴
三
震
霧
ω
窪
ぎ
ぎ
一
き
α
）
概
念
は
、

対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
及
び
四
項
に
お
い
て
よ
り
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
同
法
第
．
条
三
項
一
号
な
い
し
三
号
に
お
い
て
記
載

さ
れ
て
い
る
選
択
肢
は
、
国
内
に
お
け
る
直
接
的
本
質
的
経
済
的
利
益
（
良
①
盲
巨
ぎ
一
冨
お
≦
霧
雪
…
9
Φ
三
誘
。
訂
霞
9
巴
巳
き
審
一
日
①
挙

の
ω
窪
）
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
四
項
及
び
五
条
に
は
国
内
に
お
け
る
間
接
的
本
質
的
経
済
的
利
益

も
ま
た
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
四
項
の
選
択
肢
は
い
ず
れ
も
、
当
該
国
内
に
お
け
る
本
質
的
経
済
的
利
益
が
す

で
に
移
住
の
時
点
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
か
又
は
事
後
に
は
じ
め
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
か
を
、
そ
の
判
断
基
準
と
し
て
い
な
い
。

当
該
移
住
者
が
国
内
に
お
け
る
そ
の
者
の
無
制
限
納
税
義
務
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
本
質
的
経
済
的
利
益
を
有
し
た
と
き
に
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、



拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
正
当
化
さ
れ
る
。
納
税
義
務
者
が
そ
の
者
の
移
住
の
時
点
前
に
ま
っ
た
く
納
税
義
務
の
あ
る
所
得
を
取
得
し
て
い
な
か
っ
た

場
合
に
、
移
住
後
一
〇
年
期
間
内
に
事
後
に
取
得
さ
れ
た
国
内
源
泉
所
得
が
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
に
服
す
る
べ
き
理
由
は
、
認
識
で
き
な
い
。
軽
課

税
国
へ
の
所
得
移
転
に
対
抗
す
る
規
範
と
し
て
は
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
四
項
は
、
そ
の
文
言
か
ら
し
て
は
、
そ
の
趣
旨
と
目
的
を
は
る
か
に

　
　
　
　
（
4
3
）

陵
駕
し
て
い
る
。

（
4
3
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
財
政
委
員
会
報
告
書
（
浮
旨
葺
α
8
霊
9
目
瑳
器
。
言
器
8
一
切
↓
6
毎
畠
ρ
≦
＼
ω
㎝
巽
）
を
も
参
照
。
同
報
告
書
に
よ

　れば、

拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
次
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
人
も
国
内
に
お
い
て
本
質
的
経
済
的
利
益
を
維
持
し
た
ま
ま
、
軽

　
課
税
国
に
そ
の
住
所
を
異
動
し
て
い
る
。

わが国所得税制における「拡張的制限納税義務」の創設の必要性

　
1
　
国
内
に
お
け
る
直
接
的
利
益

　
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
は
、
国
内
に
お
け
る
直
接
的
本
質
的
経
済
的
利
益
に
つ
い
て
三
つ
の
（
選
択
的
）
ケ
ー
ス
を
記
述

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
ω
　
課
税
期
間
の
初
日
に
国
内
に
お
い
て
営
利
事
業
を
営
む
か
又
は
物
的
会
社
に
適
格
資
本
参
加
し
て
い
る
事
業
者
又
は
共
同
事
業
者

　
　
　
（
対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
一
号
）
。

　
⑭
　
国
外
源
泉
以
外
の
所
得
が
課
税
期
間
の
初
日
に
所
得
総
額
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
超
又
は
一
二
〇
、
O
O
O
ド
イ
ッ
・
マ
ル
ク
を
超

　
　
　
え
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の
国
外
源
泉
以
外
の
所
得
（
対
外
取
引
税
法
第
二
条
一
二
項
二
号
）
、
及
び

　
㈹
　
国
外
源
泉
以
外
の
財
産
が
課
税
期
間
の
初
日
に
財
産
総
額
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
超
又
は
三
〇
〇
、
O
O
O
ド
イ
ッ
・
マ
ル
ク
を
超

　
　
　
え
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の
国
外
源
泉
以
外
の
財
産
（
対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
三
号
）
。

　
ド
イ
ッ
対
外
税
法
第
二
条
三
項
一
号
に
よ
れ
ば
、
国
内
に
お
い
て
営
利
事
業
を
営
ん
で
い
る
か
、
又
は
そ
の
よ
う
な
事
業
に
資
本
参
加

し
て
い
る
事
業
者
又
は
共
同
事
業
者
は
、
つ
ね
に
国
内
に
お
け
る
直
接
的
本
質
的
経
済
的
利
益
を
有
し
て
い
る
。
有
限
責
任
社
員
に
つ
い
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て
特
別
ル
！
ル
が
次
の
場
合
に
妥
当
す
る
。
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
一
五
条
一
項
二
号
の
意
味
に
お
け
る
所
得
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が

課
税
期
間
の
初
日
に
当
該
会
社
か
ら
有
限
責
任
社
員
に
生
じ
る
場
合
に
は
じ
め
て
そ
う
で
あ
る
。

　
ド
イ
ッ
対
外
税
法
第
二
条
三
項
一
号
の
規
定
は
、
文
字
ど
お
り
適
用
す
る
な
ら
ば
、
実
行
し
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
合
資
会
社
に
つ
い

て
課
税
期
間
の
初
日
に
利
益
は
確
定
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
規
定
は
次
の
意
味
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
課
税
期
間
の
初
日
に
行
わ
れ
た
会
社
法
上
の
（
利
益
の
分
配
に
関
す
る
）
合
意
が
、
実
際
に
稼
得
さ
れ
た
年
度
利
益
の
基
礎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
納
税
義
務
者
が
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
一
七
条
一
項
四
文
に
い
う
適
格
資
本
参
加
を
国
内
物
的
会
社
に
対
し
有
す
る
場
合
に
も
、

対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
一
号
に
よ
れ
ば
国
内
に
お
け
る
直
接
的
本
質
的
経
済
的
利
益
が
存
在
す
る
。
特
別
な
法
律
規
定
が
な
い
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

本
店
又
は
管
理
の
場
所
が
国
内
に
所
在
す
る
そ
う
し
た
法
人
は
国
内
物
的
会
社
と
み
な
さ
れ
う
る
。
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国
内
に
本
店
又
は
管
理
の
場
所
を
有
す
る
物
的
会
社
だ
け
に
結
び
付
い
て
い
る
の
は
、
事
物
の
本
性
に
適
合
し
な
い
し
、
ま
た
対
外
取
引
税
法
第
二

条
三
項
一
号
の
そ
の
他
の
選
択
肢
と
比
較
す
る
と
価
値
判
断
の
矛
盾
で
あ
る
。
国
内
に
お
け
る
本
質
的
経
済
的
利
益
は
と
く
に
、
事
業
者
又
は
共
同
事

業
者
と
し
て
の
移
住
者
に
属
す
る
そ
う
し
た
外
国
企
業
の
国
内
恒
久
的
施
設
に
よ
っ
て
も
・
仲
立
ち
さ
払
麺
・
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
・
移
住
者
の
所

得
を
国
内
恒
久
的
施
設
を
と
お
し
て
稼
得
し
て
い
る
そ
う
し
た
物
的
会
社
に
対
し
て
そ
の
移
住
者
が
適
格
資
本
参
加
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
国
内

に
お
け
る
本
質
的
経
済
的
利
益
が
存
在
す
べ
き
で
な
い
理
由
は
認
識
で
き
な
い
。

　
最
後
に
、
有
限
責
任
社
員
に
つ
い
て
は
所
得
に
対
す
る
適
格
資
本
参
加
が
、
こ
れ
に
対
し
持
分
権
者
に
つ
い
て
は
財
産
に
対
す
る
適
格
資
本
参
加
が

基
準
と
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
価
値
判
断
の
矛
盾
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
所
得
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
限
責
任
社
員
に
つ
い
て
、
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
持
分
権
者
に
過
大
な
利
益
持
分
を
分
配
す
る
と
い
う
回
避
の
可
能
性
が
防
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

う
な
回
避
の
可
能
性
は
、
物
的
会
社
、
と
く
に
有
限
会
社
の
場
合
に
も
同
様
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
、

こ
こ
で
の
関
連
に
お
い
て
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
一
号
は
所
得
税
法
第
一
七
条
一
項
四
文
だ
け
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、



わか国所得税制における「拡張的制限納税義務」の創設の必要性

所
得
税
法
第
一
七
条
一
項
五
文
は
適
用
さ
れ
え
な
い
。
そ
の
結
果
、
資
本
参
加
率
が
国
外
へ
の
異
動
前
又
は
異
動
後
に
租
税
法
上
支
障
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

く
操
作
し
て
分
け
ら
れ
、
資
本
参
加
率
は
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
限
度
を
下
回
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
限
度
の
計
算
に
つ
い

て
、
た
と
え
こ
の
よ
う
な
直
接
的
及
び
間
接
的
資
本
参
加
持
分
が
外
国
会
社
を
経
由
し
て
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

直
接
的
間
接
的
資
本
参
加
持
分
は
合
算
さ
れ
う
る
。
対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
一
号
は
個
人
事
業
者
、
共
同
事
業
者
及
び
物
的
会
社
の

資
本
参
加
者
だ
け
を
あ
げ
て
い
る
の
で
、
そ
の
他
の
法
人
及
び
財
団
、
例
え
ば
協
同
組
合
な
ど
（
O
窪
①
器
Φ
冨
3
塾
①
P
＜
①
邑
器
あ
ま
一
毒
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

凶
窪
）
は
、
国
内
に
お
け
る
本
質
的
経
済
的
利
益
を
有
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
制
限
は
実
態
に
即
し
て
い
な
い
。

　
第
二
の
選
択
肢
で
は
、
国
内
に
お
け
る
本
質
的
経
済
的
利
益
は
国
外
源
泉
以
外
の
所
得
（
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
）
の
金
額
に
結
び
つ
い

て
い
る
（
対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
二
号
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
所
得
税
法
第
三
四
条
d
で
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
そ
う
し
た
所
得
が
扱
わ
れ

　
（
5
2
）

て
い
る
。

　
第
三
の
選
択
肢
は
、
所
得
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
な
ら
ば
そ
の
収
益
が
国
外
源
泉
以
外
の
所
得
で
あ
る
で
あ
ろ
う
そ
う
し
た
財

産
の
金
額
を
判
断
基
準
と
し
て
い
る
（
対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
三
号
）
。
ド
イ
ッ
資
産
評
価
法
第
一
二
一
条
に
よ
る
国
内
財
産
を
越
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

い
る
そ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
拡
張
的
国
内
財
産
が
こ
こ
で
は
問
題
で
あ
る
。

（
4
4
）
　
鳴
ミ
ミ
ミ
ミ
吻
鳶
（
閏
＝
」
ω
y
の
」
ざ
、
N
融
ミ
ミ
翁
題
ミ
塁
ミ
（
男
ロ
」
ω
y
㎝
卜
o
＞
ω
δ
＞
＝
ヨ
。
O
ω
旧
卜
鳴
ミ
》
§
ミ
（
問
戸
一
ω
）
）
㈱
鱒
＞
ω
お
菊
N
・

　
ω
一
“
ミ
§
簿
（
問
p
認
y
㎝
鱒
》
ω
一
〇
力
N
』
ρ

（
4
5
）
　
異
説
、
ミ
魯
ミ
ミ
塁
器
ミ
。
塁
讐
（
閃
戸
富
）
・
㈱
b
o
》
曽
O
＞
口
5
8
・
所
論
は
本
店
説
に
依
拠
し
て
い
る
。
対
外
取
引
税
法
第
六
条
｝
項
に

　
お
け
る
パ
ラ
レ
ル
問
題
に
つ
い
て
、
参
照
、
の
簿
§
ミ
Φ
ミ
頓
（
閃
P
①
y
oo
」
認
，

（
4
6
）
　
肉
ミ
ミ
ミ
麩
竃
§
塁
幾
（
哨
＝
」
ω
y
伽
卜
o
》
ω
お
｝
コ
ヨ
・
O
卜
o
。

（
4
7
）
　
艶
8
ミ
顎
暴
。
。
ミ
§
塁
ミ
（
閃
戸
＆
）
．

（
4
8
）
　
ド
イ
ッ
有
限
会
社
法
第
二
九
条
三
項
二
文
。
詳
細
に
つ
い
て
、
o
o
ら
ぎ
爵
蔚
ミ
ミ
鳴
き
ド
O
ヨ
σ
鵠
ρ
伽
器
＞
＝
辱
o
o
刈
R

（
4
9
）
　
箋
帖
簿
＼
ミ
翁
。
。
§
§
塁
箋
（
閃
戸
一
ω
y
伽
b
o
》
ω
お
＞
コ
ヨ
’
O
oo
。
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（
5
0
）

（
51
）

（
5
2
）

（
53
）

ミ
8
ミ
ミ
湧
題
§
ミ
ミ
（
閃
戸
一
〇
〇
y
㎝
N
＞
ω
お
》
昌
ヨ
’
8
噛
。
旧
山
ミ
ミ
ミ
ミ
ω
ミ
（
明
戸
一
G
o
y
oo
」
S

箋
答
ミ
蚕
湧
。
。
。
§
塁
ミ
（
問
コ
■
一
ω
y
伽
N
＞
の
δ
＞
づ
ヨ
，
8
。

詳
細
に
つ
い
て
、
の
9
§
ミ
ミ
茜
（
閃
P
①
y
9
＆
O
駿
．

詳
細
は
、
の
魯
§
§
ミ
茜
（
明
P
①
y
9
器
＝
捨

　
2
　
国
内
に
お
け
る
間
接
的
利
益

　
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
四
項
は
、
納
税
義
務
者
が
国
内
に
お
け
る
本
質
的
経
済
的
利
益
を
間
接
的
に
有
す
る
事
案
を
そ
の
対
象

と
し
て
い
る
。
同
法
第
二
条
三
項
に
い
う
国
内
に
お
け
る
直
接
的
本
質
的
経
済
的
利
益
を
み
ず
か
ら
有
す
る
そ
の
よ
う
な
外
国
法
人
に
対

し
納
税
義
務
者
が
対
外
取
引
税
法
第
五
条
の
前
提
の
も
と
で
関
与
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
、
扱
わ
れ
て
い
る
。
対
外
取
引
税
法
第
五
条
を
参

照
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
外
国
法
人
が
対
外
取
引
税
法
第
七
条
に
い
う
特
定
外
国
子
会
社
（
中
間
会
社
、
N
三
ω
9
①
お
8
色
の
。
3
ε
の
性

格
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
導
き
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ッ
親
会
社
が
支
配
し
て
い
る
外
国
法
人
で
、
受

動
活
動
か
ら
生
ず
る
所
得
（
受
動
所
得
、
対
外
取
引
税
法
第
八
条
一
項
二
項
参
照
）
に
つ
い
て
軽
課
税
（
対
外
取
引
税
法
第
八
条
三
項
）
を
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
5
4
）

る
そ
う
し
た
も
の
が
問
題
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
な
特
定
外
国
子
会
社
だ
け
が
、
国
内
に
お
け
る
本
質
的
経
済
的
利
益
を
仲
立

ち
す
る
。
し
か
し
、
国
内
に
お
け
る
本
質
的
経
済
的
利
益
は
、
当
該
特
定
外
国
子
会
社
へ
の
資
本
参
加
率
に
応
じ
て
の
み
持
分
権
者
に
帰

属
さ
れ
る
。
対
外
取
引
税
法
第
二
条
三
項
一
号
な
い
し
三
号
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
限
界
（
そ
の
限
界
を
超
え
る
と
、
国
内
に
お
け
る
本
質
的
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

済
的
利
益
が
存
在
す
る
。
）
は
、
特
定
外
国
子
会
社
に
対
す
る
持
分
権
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
者
に
つ
い
て
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
5
4
）

（
5
5
）

詳
細
に
つ
い
て
は
、
の
魯
§
ミ
ミ
お
（
閃
P
①
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ω
ψ
ω
窃
自
9
．
器
O
R

ミ
腎
ミ
ミ
貸
G
。
亀
§
塁
禽
（
問
戸
一
ω
y
㈱
N
＞
ω
お
刀
N
・
ω
O
●



わが国所得税制における「拡張的制限納税義務」の創設の必要性

五
　
法
律
効
果

　
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
｝
項
は
所
得
税
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
根
拠
づ
け
て
い
る
。
移
住
の
年
は

一
〇
年
期
間
の
計
算
上
算
入
さ
れ
な
い
の
で
、
所
得
税
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
最
長
二
年
に
及
ん
で
い
る
。
〕
0
年
期
間
の
徒
過

の
ほ
か
に
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
の
】
O
年
の
経
過
前
に
も
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
、
終
了
す
る
。

　
ω
　
納
税
義
務
者
の
住
所
が
軽
課
税
国
か
ら
重
課
税
国
へ
異
動
す
る
場
合
、

⑭
　
国
内
に
お
け
る
本
質
的
経
済
的
利
益
が
消
滅
す
る
場
合
、
又
は
、

　
㈹
　
外
国
税
が
重
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
若
し
く
は
内
国
税
が
軽
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
又
は
通
貨
交
換
率
の
変
動
に
よ
っ
て
軽
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
56
）

　
　
　
税
が
消
滅
す
る
場
合
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
法
律
効
果
は
、
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
の
租
税
法
上
の
捕
捉
、
及
び
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
五
〇
条

の
修
正
適
用
で
あ
る
。

（
56
）
　
詳
細
は
、
ミ
8
ミ
ミ
麩
。
。
鳴
§
塁
ミ
（
閃
P
富
y
㈱
鱒
》
望
O
》
づ
ヨ
、
曽
・

　
1
　
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
の
課
税

　
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
者
は
所
得
税
法
に
い
う
普
通
制
限
納
税
義
務
を
越
え
て
さ
ら

に
、
国
外
源
泉
以
外
の
所
得
（
所
得
税
法
第
三
四
条
c
、
第
＝
、
四
条
d
）
す
べ
て
に
つ
い
て
、
所
得
税
の
制
限
納
税
義
務
を
負
う
。
ド
イ
ツ

所
得
税
法
第
四
九
条
一
項
に
い
う
国
外
源
泉
所
得
で
も
所
得
税
法
第
三
四
条
d
に
い
う
国
外
源
泉
所
得
で
も
あ
る
そ
う
し
た
所
得
が
存
在

　
　
（
5
7
）

す
る
の
で
、
い
ず
れ
の
所
得
が
実
際
に
対
外
取
引
税
法
第
二
条
一
項
に
よ
っ
て
捕
捉
さ
れ
る
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
対
外
取
引
税
法
第
二
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条
が
所
得
税
法
第
四
九
条
一
項
に
い
う
所
得
類
型
す
べ
て
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

次
に
掲
げ
る
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
も
捕
捉
さ
れ
る
。

　
q
D
　
債
務
者
が
無
制
限
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
き
、
所
得
税
法
第
二
〇
条
に
い
う
資
本
所
得
。
居
住
者
に
よ
っ
て
供
与
さ
れ
る
貸

　
　
　
付
融
資
か
ら
の
利
子
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。

　
⑭
　
国
内
に
お
け
る
動
産
の
賃
貸
所
得
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
国
外
に
所
在
す
る
有
体
物
で
な
い
場
合
に
限
る
。

　
㈹
　
所
得
税
法
第
二
二
条
一
号
の
意
味
に
お
け
る
反
復
的
収
入
に
基
づ
く
所
得
。
た
だ
し
、
義
務
者
が
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
か
又

　
　
　
は
そ
の
本
店
を
国
内
に
有
す
る
場
合
。

　
㈲
　
所
得
税
法
第
二
二
条
二
号
の
意
味
に
お
け
る
投
機
行
為
に
基
づ
く
所
得
。
た
だ
し
、
当
該
譲
渡
さ
れ
た
資
産
が
国
外
に
所
在
し
な

　
　
　
い
場
合
に
限
る
。

　
㈲
　
役
務
提
供
に
基
づ
く
所
得
。
た
だ
し
、
役
務
の
対
価
を
支
払
う
べ
き
義
務
者
が
無
制
限
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
、
又
は
そ
の

　
　
　
本
店
を
国
内
に
有
す
る
場
合
。

　
㈲
　
例
え
ば
代
理
商
又
は
企
業
顧
問
と
し
て
、
国
内
の
恒
久
的
施
設
に
も
国
外
の
恒
久
的
施
設
に
も
帰
属
し
な
い
そ
う
し
た
事
業
所
得
。

　
qり
　
外
国
企
業
の
設
備
資
産
に
属
す
る
資
産
又
は
外
国
に
所
在
し
て
い
る
資
産
の
譲
渡
か
ら
生
ず
る
所
得
。
所
得
税
法
第
一
七
条
に
該

　
　
　
当
し
な
い
。
そ
の
管
理
の
場
所
又
は
本
店
を
国
内
に
有
す
る
物
的
会
社
に
対
す
る
持
分
の
譲
渡
も
ま
た
、
そ
の
例
で
あ
る
。

　
⑧
　
ド
イ
ッ
税
法
（
所
得
税
法
第
四
九
条
一
項
及
び
三
四
条
d
）
に
よ
り
国
内
に
も
国
外
に
も
属
さ
な
い
そ
う
し
た
、
そ
の
他
所
得
（
例
え

　
　
　
ば
、
外
国
企
業
の
設
備
資
産
に
属
さ
な
い
動
産
の
一
時
賃
貸
か
ら
生
じ
る
所
得
。
）
。

　
⑭
　
対
外
取
引
税
法
第
五
条
に
よ
り
納
税
義
務
者
に
帰
属
さ
る
べ
き
所
得
。

　
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
所
得
税
法
の
一
般
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、
消
極
所
得
（
欠
損
金
な
ど
）
も
拡

張
的
制
限
納
税
義
務
の
枠
内
に
お
い
て
斜
酌
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
損
益
通
算
が
な
ん
ら
か
の
態
様
で
排
除
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
拡
張
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的
国
内
源
泉
所
得
の
枠
内
に
お
い
て
も
損
益
通
算
は
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
追
加
的
に
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
に
服
す
る
所
得
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
59
）

つ
い
て
、
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
四
九
条
一
項
に
い
う
積
極
所
得
と
欠
損
金
と
の
通
算
は
、
許
容
さ
れ
う
る
。

わが国所得税制における「拡張的制限納税義務」の創設の必要性

（
57
）
　
設
例
H
国
外
で
従
事
さ
れ
た
独
立
労
働
で
、
国
内
で
使
用
さ
れ
る
も
の
（
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
三
四
条
d
第
三
号
及
び
第
四
九
条
一
項
三
号
）
。

（
5
8
）
　
参
照
、
↓
N
。
ド
8
」
α
8
ω
ζ
『
ω
9
邑
σ
窪
ω
＜
o
ヨ
＝
褐
」
雪
合
ω
ω
田
一
」
O
鐸
一
“
器
。

（
5
9
）
　
ω
閃
＝
＜
，
ω
」
一
．
お
oo
ρ
ω
ω
田
二
〇
〇
〇
ω
N
紹
一
岬
ミ
8
ミ
ミ
湧
8
§
塁
ミ
（
閃
コ
」
ω
y
㎝
N
＞
ω
5
＞
⇒
∋
。
ま
F
＝
①
9
ミ
§
簿
（
閃
戸
器
y

　
伽
鱒
＞
ω
お
カ
N
，
α
ρ
山
ミ
§
。
§
ミ
（
穿
」
ω
y
曽
　
菱
6
ミ
ミ
（
蜜
．
器
y
》
≦
U
ω
ω
一
〇
置
噛
8
0。
一
ご
嵐
ミ
§
閃
（
寄
’
器
y
U
ω
臼
＼
＞

　
一
〇
鐸
一
轟
｛
ご
ミ
身
ω
ミ
き
透
茜
ミ
§
誉
＆
噛
＜
①
二
仁
ω
け
＜
。
霞
①
。
ぎ
琶
α
q
σ
①
目
N
仁
銘
ヨ
日
①
巨
お
浮
コ
＜
g
げ
①
ω
9
感
民
け
①
『
仁
邑
①
毫
①
諄

　
σ
①
ω
o
耳
ぎ
ζ
霞
誓
窪
①
6
控
魯
f
N
目
＞
コ
≦
Φ
且
富
詩
魯
＜
8
⑰
9
＞
σ
ω
』
国
o
o
お
目
勾
魯
目
8
＜
8
㈱
N
＞
ω
る
‘
閃
菊
お
oo
O
る
ミ
R

　
異
説
、
↓
N
b
望
』
己
8
0u
ζ
閃
－
ω
9
お
一
冨
霧
＜
。
＝
る
」
S
介
ω
の
田
一
」
O
鐸
一
匙
ド

　
2
　
累
進
税
率
の
全
面
適
用
と
最
低
税

　
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
四
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
普
通
制
限
納
税
義
務
と
異
な
り
、
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
は
累
進
税
率
適
用

の
留
保
を
う
け
て
お
り
、
そ
し
て
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
五
〇
条
五
項
一
文
の
弁
済
効
果
（
換
言
す
る
と
、
源
泉
分
離
課
税
）
及
び
所
得
税
法

第
五
〇
条
五
項
二
文
に
よ
る
法
人
税
の
税
額
控
除
の
禁
止
は
妥
当
し
な
い
。
た
だ
し
、
普
通
制
限
納
税
義
務
の
場
合
と
同
じ
く
、
ド
イ
ツ

所
得
税
法
第
五
〇
条
三
項
二
文
の
最
低
税
率
は
変
わ
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

　
当
該
納
税
義
務
者
の
所
得
総
額
に
適
用
さ
れ
る
税
率
が
、
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
累
進
税
率
適
用
の
留
保
を
考

慮
す
る
と
、
移
住
者
は
、
か
れ
が
そ
の
者
の
全
世
界
所
得
に
つ
い
て
ド
イ
ッ
で
も
は
や
無
制
限
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

累
進
税
率
適
用
の
留
保
の
た
め
そ
の
者
の
全
世
界
所
得
総
額
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
枠
内
に
お
け
る
こ
の
累
進
税
率
適
用
の
留
保
は
、
体
系
違
反
で
あ
り
、
か
つ
、
さ
ら
に
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
の
趣
旨
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と
目
的
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
程
度
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
。
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
そ
の
核
心
に
お
い
て
は
、
た
ん
に
次
の
こ
と
を
目
指
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
の
捕
捉
及
び
源
泉
税
の
弁
済
効
果
の
遮
断
に
よ
っ
て
、
制
限
納
税
義
務
と
結
び
つ
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

る
と
思
わ
れ
た
租
税
法
上
の
便
宜
を
移
住
者
か
ら
奪
い
と
っ
て
無
に
帰
せ
し
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
累
進
税
率
適
用
の
留
保

に
よ
っ
て
、
全
世
界
所
得
の
課
税
の
た
め
無
制
限
納
税
義
務
を
留
保
し
て
お
く
と
い
っ
た
法
制
度
に
手
か
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
対
外
取
引
税
法
第
二
条
五
項
二
文
に
よ
れ
ば
、
資
本
収
益
税
又
は
所
得
税
法
第
五
〇
条
a
の
源
泉
税
を
課
税
さ
れ
る
所
得
に
は
、
所
得

税
法
第
五
〇
条
五
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
弁
済
効
果
（
換
言
す
る
と
、
源
泉
分
離
課
税
方
式
）
は
除
去
さ
れ
る
の
で
、
そ
の

結
果
、
給
与
所
得
を
除
い
て
、
純
所
得
課
税
主
義
が
無
制
限
に
妥
当
す
る
。
そ
れ
故
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
枠
内
に
お
い
て
は
、
配

当
所
得
、
及
び
芸
術
家
、
職
業
運
動
家
又
は
著
作
家
と
し
て
の
活
動
の
従
事
又
は
使
用
か
ら
生
ず
る
所
得
、
な
ら
び
に
ラ
イ
セ
ン
ス
使
用

料
は
、
賦
課
手
続
の
枠
内
に
お
い
て
捕
捉
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ド
イ
ッ
所
得
税
法
第
五
〇
条
五
項
が
対
外
取
引
税
法
第
二
条
五
項
二
文
に
よ
っ
て
一
時
停
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、
拡
張
的
制
限
納
税
義

務
の
枠
内
に
お
い
て
は
、
法
人
税
の
税
額
控
除
は
相
変
わ
ら
ず
残
っ
て
い
る
（
所
得
税
法
第
三
六
条
二
項
三
号
）
。
こ
の
よ
う
な
法
人
税
の
税

額
控
除
は
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
五
項
に
よ
っ
て
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
が
無
制
限
納
税
義
務
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
の
論
理
的
帰
結

　
（
62）

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
法
人
税
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
に
は
、
所
得
税
法
第
三
六
条
二
項
三
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
法

人
税
の
税
額
控
除
は
、
こ
の
法
人
税
に
か
か
わ
る
収
入
が
二
重
課
税
条
約
に
よ
り
締
約
相
手
国
に
お
い
て
課
税
さ
れ
う
る
場
合
に
は
、
所

得
税
法
第
三
六
条
二
項
三
号
e
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
文
言
に
従
う
な
ら
ば
、
二
重
課
税
条
約
が
適

用
さ
れ
る
す
べ
て
の
場
合
に
、
法
人
税
の
税
額
控
除
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
住
所
地
国
が
つ
ね
に
課
税
の
権
限
を

　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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所
得
税
法
第
三
六
条
二
項
三
号
e
の
文
言
は
、
同
条
項
の
趣
旨
と
目
的
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
人
税
の
税
額
控
除
は
、
ド
イ
ツ



連
邦
共
和
国
に
お
い
て
当
該
対
応
す
る
所
得
に
対
し
て
無
制
限
に
課
税
す
る
こ
と
の
帰
結
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
重
課
税
条
約
の
存
在

に
か
か
わ
ら
ず
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
に
よ
る
課
税
が
保
障
さ
れ
て
い
る
限
り
、
法
人
税
の
税
額
控
除
を
拒
絶
す
る
理
由
は
な
い
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る

と
、
所
得
税
法
第
三
六
条
二
項
三
号
e
は
、
目
的
論
的
縮
小
解
釈
の
方
途
に
よ
り
次
の
よ
う
に
制
限
し
て
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

当
該
収
入
が
二
重
課
税
条
約
に
よ
り
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
ま
っ
た
く
課
税
を
う
け
な
い
か
又
は
資
本
収
益
税
の
み
に
服
す
る
場
合
に
限
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

法
人
税
の
税
額
控
除
は
排
除
さ
れ
る
、
と
。

わが国所得税制における「拡張的制限納税義務」の創設の必要性

　
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
枠
内
に
お
い
て
も
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
五
項
三
文
を
経
由
し
て
最
低
税
が
用
い
ら
れ
る
。
同
規
定
に
よ

れ
ば
、
所
得
税
法
第
五
〇
条
三
項
二
文
は
、
所
得
税
が
源
泉
徴
収
税
額
を
下
回
る
場
合
を
除
い
て
、
妥
当
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
を
意

味
す
る
。
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
賦
課
処
分
に
服
す
る
こ
と
と
な
る
所
得
す
べ
て
は
、
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
最
低
税
を
課
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
最
低
限
度
額
は
源
泉
徴
収
税
額
の
合
計
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
質
的
に
、
次
の
帰
結
を
も
た
ら

す
。
す
な
わ
ち
、
源
泉
徴
収
義
務
の
あ
る
収
入
に
対
応
す
る
必
要
経
費
も
し
く
は
事
業
支
出
、
又
は
こ
の
よ
う
な
収
入
と
の
損
益
通
算
が

源
泉
徴
収
税
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
す
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
税
は
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の

枠
内
に
お
い
て
つ
ね
に
源
泉
徴
収
税
の
金
額
を
下
回
ら
ず
に
維
持
し
う
る
と
い
う
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
拡
張
的
制
限
納
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

義
務
の
目
的
上
実
施
さ
れ
る
べ
き
租
税
賦
課
処
分
は
、
源
泉
徴
収
を
う
け
た
源
泉
徴
収
額
の
払
戻
し
（
卑
の
段
ε
鑛
）
を
も
た
ら
さ
な
い
。

　
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
国
外
源
泉
以
外
の
所
得
の
捕
捉
、
及
び
弁
済
効
果
の
一
時
停
止
に
よ
っ
て
所
得
税
法
第
四
九
条
の
租
税
優

遇
措
置
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
故
、
当
該
普
通
制
限
納
税
義
務
の
枠
内
に
お
い
て
な
ら
、
徴
収
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
租
税
は
、
つ
ね

に
下
限
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
対
外
取
引
税
法
第
二
条
六
項
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
。
同
条
項
に
よ
れ
ば
、
拡
張
的
制
限
納
税

義
務
の
枠
内
に
お
い
て
追
加
的
に
納
付
さ
る
べ
き
租
税
は
、
無
制
限
納
税
義
務
の
枠
内
に
お
い
て
な
ら
、
徴
収
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
租
税
を

限
度
と
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
無
制
限
納
税
義
務
の
場
合
に
徴
収
さ
れ
る
べ
き
租
税
は
、
こ
れ
が
普
通
の
制
限
納
税
義
務
に
よ
り
確
定

さ
れ
る
下
限
を
上
回
っ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、
上
限
を
な
す
。
換
言
す
る
と
、
普
通
制
限
納
税
義
務
の
場
合
に
徴
収
さ
る
べ
き
租
税
が
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〔
無
制
限
納
税
義
務
の
場
合
に
徴
収
さ
る
べ
き
租
税
よ
り
〕
重
い
場
合
に
限
っ
て
、
そ
の
無
制
限
納
税
義
務
の
場
合
に
徴
収
さ
る
べ
き
租

　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

税
が
上
回
り
う
る
。
前
叙
の
二
つ
の
限
度
額
を
計
算
す
る
た
め
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ふ
た
つ
の
仮
想
賦
課
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
第
一
の
仮
想
賦
課
は
、
所
得
税
法
第
五
〇
条
五
項
一
文
の
弁
済
効
果
が
生
じ
な
い
場
合
に
お
け
る
、
制
限
納
税
義
務
に
か
か
わ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

て
い
る
。
そ
し
て
第
二
の
仮
想
賦
課
は
、
無
制
限
納
税
義
務
を
基
礎
に
し
て
行
わ
れ
る
。

（
6
0
）
　
と
く
に
、
二
重
課
税
条
約
の
場
合
の
詳
細
に
つ
い
て
、
ミ
魯
ミ
ミ
騎
鴇
§
塁
ミ
（
問
戸
お
y
㎝
胎
＞
ω
お
＞
ロ
ヲ
ま
F
一
ミ
R

（
6
1
）
　
参
照
、
の
息
§
ミ
ミ
茜
（
閃
戸
①
y
9
＝
一
戸

（
62
）
　
箋
爵
ミ
ミ
8
ω
ミ
ミ
塁
ミ
（
閃
P
一
ω
y
⑰
笛
＞
ω
る
＞
ロ
ヨ
一
一
ω
8
蚕
禽
。
う
鳴
§
塁
ミ
（
閃
戸
o
o
y
お
R

（
6
3
）
　
一
九
九
四
年
O
国
O
U
モ
デ
ル
条
約
第
一
〇
条
一
項
。

（
64
）
　
ミ
魯
ミ
ミ
湧
。
う
鳴
ミ
一
塁
ミ
（
閃
戸
一
ω
y
㈱
卜
o
＞
ω
δ
＞
づ
日
」
ω
ρ
ミ
§
簿
（
閃
口
■
器
y
㎝
酌
＞
ω
お
カ
N
。
轟
9
ざ
ミ
》
§
ミ
（
閃
戸
一
〇
〇
y
㈱
笛

　
＞
Qo
一
〇
刀
N
菊
ω
。

（
6
5
）
　
さ
ら
に
詳
細
に
つ
い
て
、
箋
鳶
ミ
ミ
湧
題
§
塁
ミ
（
閃
戸
お
y
㎝
的
＞
ω
5
＞
づ
ヨ
」
這
R

（
66
）
　
、
§
ミ
ミ
o
。
。
。
。
鳴
§
塁
ミ
（
閃
戸
一
ω
y
㈱
b
o
＞
ω
δ
＞
ロ
ヨ
」
ω
9
ミ
§
魯
（
閃
ロ
■
認
y
㈱
鱒
＞
ω
る
刀
N
●
oo
①
旧
嵐
ミ
§
肉
（
閃
口
●
認
y
U
ω
一
N
＼
＞

　
一
〇
刈
介
轟
｛
h
■
（
刈
）
。

（
67
）
、
§
ミ
顎
翁
鴇
ミ
一
塁
ミ
（
閃
戸
お
y
㈱
ω
＞
曽
O
＞
⇒
5
お
一
亘
“
ミ
軌
ミ
や
＼
の
9
ミ
隻
♀
8
ω
（
閃
ロ
b
鱒
y
伽
鱒
’
ω
6
0
訪
，
異
説
、
ミ
§
簿

　
（
問
戸
器
y
㈱
卜
o
＞
oo
お
勾
N
」
oo
“
山
ミ
§
o
ミ
ω
蕊
（
閃
戸
一
〇。
y
堕
b
o
9
↓
N
9
ド
ρ
ω
己
①
ω
一
W
ζ
閃
－
ω
9
『
①
一
σ
2
＜
o
ヨ
＝
◎
刈
■
一
〇
置
」
W
ω
一
一
W
一
」
O
鐸
一

　
“
轟
国
・
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六
　
特
定
外
国
子
会
社
へ
の
帰
属

1
　
総
　
説

ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
五
条
は
、

同
法
第
二
条
を
補
完
す
る
規
定
と
し
て
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
者
が
直
接
に
で
は
な
く
、
間
接
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的
に
特
定
外
国
子
会
社
（
対
外
取
引
税
法
第
七
条
）
を
経
由
し
て
、
国
内
に
お
け
る
本
質
的
経
済
的
利
益
を
有
し
て
い
る
事
例
を
も
そ
の
対

象
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
に
つ
い
て
、
特
定
外
国
子
会
社
の
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
は
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
自

身
の
所
得
と
同
様
に
、
こ
の
者
の
許
で
課
税
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
範
囲
に
お
い
て
、
対
外
取
引
税
法
第
五
条
は
、
拡
張
的

制
限
納
税
義
務
の
迂
回
を
阻
止
し
、
そ
し
て
当
該
財
産
価
値
が
当
該
特
定
外
国
子
会
社
に
移
転
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
、
成
立
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

で
あ
ろ
う
よ
う
に
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
者
の
地
位
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
設
定
目
標
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
文
の
文
言
に
し
た
が
え
ば
、
当
該
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
が
移

住
の
時
に
す
で
に
当
該
外
国
法
人
に
資
本
参
加
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
又
は
、
そ
の
者
が
こ
の
資
本
参
加
持
分
を
事
後
に
は
じ
め
て
取
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

し
た
か
ど
う
か
は
、
重
要
で
は
な
い
。
軽
課
税
国
留
保
所
得
合
算
課
税
に
関
係
す
る
規
定
（
対
外
取
引
税
法
第
七
条
、
八
条
及
び
一
四
条
）
を

参
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
外
取
引
税
法
第
五
条
は
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
が
当
該
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

分
権
者
と
対
置
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
同
法
第
七
条
以
下
を
補
完
す
る
規
定
と
し
て
も
作
用
す
る
。
こ
の
よ
う
な
参
照
の
場
合
に
は
、

留
保
所
得
合
算
課
税
に
服
す
る
所
得
を
記
述
す
る
こ
と
が
具
体
的
に
は
問
題
で
あ
る
。
そ
の
他
の
点
で
は
、
対
外
取
引
税
法
第
五
条
の
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

属
は
、
対
外
取
引
税
法
第
七
条
以
下
の
軽
課
税
国
留
保
所
得
合
算
と
基
本
的
に
区
別
さ
れ
る
。
特
定
外
国
子
会
社
に
よ
っ
て
稼
得
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

所
得
を
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
あ
る
持
分
権
者
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
、
信
託
関
係
に
お
け
る
帰
属
に
対
応
し
て
い
る
。

　
対
外
取
引
税
法
第
五
条
は
、
拡
張
的
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
に
特
定
外
国
子
会
社
の
所
得
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
の
で
、
こ
の
所
得
は
、
法
的
帰

結
と
し
て
当
該
外
国
法
人
の
許
で
は
な
く
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
の
許
で
の
み
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ッ
の
収
益
税
法

の
帰
属
規
定
は
、
所
得
及
び
資
産
が
そ
の
都
度
ひ
と
り
の
者
又
は
複
数
の
者
だ
け
に
帰
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

こ
の
帰
結
と
し
て
・
特
定
外
国
子
会
社
は
・
法
人
税
の
制
限
納
税
義
務
を
免
麺
・

（
6
8
）
ミ
8
ミ
ミ
9
。
。
。
。
鳴
§
塁
ミ
（
蜜
」
ω
y
㈱
㎝
＞
ω
お
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ヨ
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㎝
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ω
仰
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§
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一
〇
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2
　
帰
属
の
物
的
対
象

　
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
が
対
外
取
引
税
法
第
七
条
、
八
条
及
び
一
四
条
の
無
制
限
納
税
義
務
に
つ
い
て
納
税
義
務
を

負
う
で
あ
ろ
う
そ
う
し
た
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
は
、
当
該
特
定
外
国
子
会
社
に
帰
属
す
る
。
か
く
し
て
、
帰
属
の
物
的
対
象
は
、
こ
の

特
定
外
国
子
会
社
（
す
な
わ
ち
中
間
会
社
）
の
所
得
（
N
＆
の
9
①
器
一
爵
旨
富
）
、
し
た
が
っ
て
受
動
活
動
か
ら
の
所
得
で
軽
課
税
を
う
け
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拠
）

の
で
あ
る
（
対
外
取
引
税
法
第
八
条
）
。
最
後
に
、
対
外
取
引
税
法
第
五
条
が
引
用
し
て
い
る
同
法
第
一
四
条
を
経
由
し
て
、
当
該
特
定
外

国
子
会
社
の
さ
ら
に
後
位
の
外
国
子
会
社
等
の
所
得
（
N
三
ω
。
冨
冨
一
艮
雪
箒
惹
9
α
Q
8
9
弩
①
寅
＞
仁
器
邑
詔
8
①
房
9
墨
窪
）
も
ま
た
捕
捉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
75
）

さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
帰
属
は
、
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
で
あ
る
そ
う
し
た
外
国
子
会
社
の
所
得
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
。

（
7
4
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
細
は
、
の
9
ミ
ミ
ミ
茜
（
閃
戸
①
y
ω
9
ω
一
㎝
自
ミ
G
o
oo
O
R
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菊
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3
　
帰
属
受
領
者

　
対
外
取
引
税
法
第
五
条
の
枠
内
に
お
け
る
留
保
所
得
合
算
課
税
は
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
の
許
で
賦
課
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
移
住
前
の
最
近
一
〇
年
間
に
ド
イ
ッ
人
と
し
て
合
計
五
年
以
上
所
得
税
法
第
一
条
一
項
一
文
に
よ
り
無
制
限
納
税
義
務
を
負

っ
て
い
た
そ
う
し
た
自
然
人
が
問
題
で
あ
る
。
そ
の
う
え
さ
ら
に
、
そ
の
持
分
権
者
は
、
そ
の
者
の
所
得
に
つ
い
て
対
外
取
引
税
法
第
二

条
二
項
に
い
う
軽
課
税
の
み
を
う
け
て
い
る
そ
う
し
た
国
外
領
域
に
お
い
て
居
住
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
軽
課
税
は
二
重
の
意
味
で
確
認
さ
れ
う
る
。
一
に
、
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
を
対
外
取
引
税
法
第
八
条
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

う
特
定
外
国
子
会
社
（
中
間
会
社
）
の
所
得
と
性
格
決
定
す
る
際
に
、
で
あ
る
。
二
に
、
税
額
控
除
請
求
者
に
つ
い
て
そ
の
者
を
拡
張
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

制
限
納
税
義
務
者
（
対
外
取
引
税
法
第
二
条
）
と
し
て
性
格
決
定
す
る
こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
。

　
帰
属
さ
る
べ
き
特
定
外
国
子
会
社
（
中
間
会
社
）
の
所
得
は
、
そ
れ
が
国
外
源
泉
以
外
の
所
得
（
拡
張
的
国
内
源
泉
所
得
）
で
あ
る
場
合
、

当
該
所
得
の
計
算
上
基
準
と
な
る
（
特
定
外
国
子
会
社
の
）
事
業
年
度
の
経
過
と
と
も
に
、
そ
の
都
度
、
帰
属
受
領
者
に
帰
属
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
帰
属
は
、
当
該
特
定
外
国
子
会
社
の
資
本
に
対
す
る
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
の
資
本
参
加
率
だ
け
を
基
準
に

し
て
行
わ
れ
う
る
。

（
7
6
）

（
7
7
）

ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
八
条
三
項
に
よ
る
軽
課
税
。

ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
二
項
に
よ
る
軽
課
税
。

4
　
税
額
控
除

対
外
取
引
税
法
第
五
条
は
、

軽
課
税
国
留
保
所
得
合
算
課
税
に
と
っ
て
基
準
と
な
る
税
額
控
除
（
対
外
取
引
税
法
第
二
一
条
）
を
参
照
さ
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せ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
留
保
所
得
合
算
課
税
の
枠
内
に
お
い
て
も
対
外
取
引
税
法
第
五
条
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
税
額
控
除
が

可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
該
留
保
所
得
合
算
（
帰
属
）
そ
の
も
の
か
ら
直
接
に
導
き
だ
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
外
国
子
会
社
に

よ
っ
て
国
内
に
お
い
て
納
付
さ
れ
る
租
税
は
、
帰
属
受
領
者
に
よ
っ
て
納
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
拡
張
的
国

内
源
泉
所
得
で
あ
る
そ
う
し
た
特
定
外
国
子
会
社
（
中
間
会
社
）
の
所
得
だ
け
が
帰
属
さ
れ
る
の
で
、
納
付
さ
れ
た
ド
イ
ッ
租
税
の
税
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
78
）

控
除
だ
け
が
考
え
ら
れ
る
。
結
論
と
し
て
、
こ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
制
限
納
税
義
務
の
枠
内
に
お
い
て
特
定
外
国
子
会
社
に
よ

っ
て
納
付
さ
れ
た
法
人
税
が
、
予
納
的
納
税
と
同
じ
よ
う
に
、
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
の
租
税
債
務
に
作
用
す
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

140

（
7
8
）
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七
　
結
語

租
税
条
約
と
の
関
係

　
1
　
日
本
は
、
ス
イ
ス
を
除
い
て
、
従
来
租
税
特
別
措
置
法
第
六
六
条
の
六
の
意
味
に
お
け
る
典
型
的
軽
課
税
国
と
二
重
課
税
条
約
を

締
結
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
税
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
と
二
重
課
税
条
約
と
の
関
係
は
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、

例
え
ば
、
ド
イ
ッ
で
は
そ
の
対
外
取
引
税
法
第
二
条
二
項
二
号
に
よ
り
軽
課
税
国
の
範
囲
は
著
し
く
拡
大
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
条
に
よ
る
課
税
の
可
能
性
は
二
重
課
税
条
約
に
よ
る
追
認
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
、
又
は
条
約
が
な
ん
ら
制
約
を
定
め
て
い
な

い
場
合
に
い
つ
も
国
内
法
　
　
し
た
が
っ
て
対
外
取
引
税
法
第
二
条
も
　
　
が
依
然
と
し
て
有
効
で
あ
り
つ
づ
け
る
か
ど
う
か
は
、
と
り

わ
け
争
い
が
あ
る
。
二
重
課
税
条
約
が
存
在
す
る
場
合
、
二
重
課
税
条
約
の
規
定
（
ド
イ
ッ
・
ス
イ
ス
ニ
重
課
税
条
約
第
四
条
四
項
）
が
所
得
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（
7
9
）

税
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
許
容
し
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
第
二
条
が
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

か
し
な
が
ら
、
所
論
は
二
重
課
税
の
趣
旨
と
目
的
と
合
致
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
租
税
条
約
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
い
て
課
税
権
の
放
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

の
体
系
だ
け
を
目
指
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
課
税
に
関
す
る
規
範
を
ど
の
よ
う
に
形
成
す
る
か
は
、
租
税
条
約
上
の
権

利
を
有
す
る
国
家
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
所
得
税
に
つ
い
て
の
普
通
の
制
限
納
税
義
務
が
特
定
の
者
に
予
定
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
拡
張

的
制
限
納
税
義
務
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
は
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
も
税
率
に
つ
い
て
も
課
税
客
体
の
配
分
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
そ
の

委
ね
ら
れ
て
い
る
課
税
高
権
の
形
成
の
問
題
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
国
内
租
税
法
が
追
加
的
な
納
税
義
務
の
導
入
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
新
し
い
租
税
請
求
権
が
租
税
条
約
所
定
の
限
度
を
超
え
て
い
る
と
き
、
右
の
国
内
租
税
法
は
効
力
を
有
し

な
い
。
ド
イ
ッ
・
ス
イ
ス
租
税
条
約
第
四
条
四
項
の
文
言
も
ま
た
零
＜
o
ひ
q
色
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
見
解
に
よ
れ

ば
、
所
得
税
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
が
租
税
条
約
の
な
か
で
明
文
を
も
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
右
条

約
の
規
定
が
、
こ
の
条
約
の
な
か
で
課
税
客
体
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
配
分
を
、
一
定
の
前
提
要
件
の
も
と
で
一
定
の
期
間
の
あ
い
だ

に
限
っ
て
効
力
を
失
わ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
外
移
住
者
は
条
約
上
の
便
益
を
そ
の
移
住
後
五
年
間
享
受

し
え
な
い
、
と
。
し
か
し
、
「
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
定
式
は
、
そ
の
条
約
が
ま
っ
た
く
制
約
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
だ
け

を
表
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
通
説
に
よ
れ
ば
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
に
よ
る
所
得
税
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
は
、
所
得
税
の
制
限
納
税
義
務
の
一
つ
の
現
象
形

態
で
あ
る
の
で
、
ド
イ
ッ
課
税
権
に
加
え
ら
れ
て
い
る
制
約
は
、
す
べ
て
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
重
課
税
条
約
は
そ
う
し
た

制
約
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
第
二
条
を
適
用
す
る
と
き
、
個
別
具
体
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
常
に
次
の
点
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
に
、
当
該
所
得
税
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
が
二
重
課
税
条
約
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
又
は
さ
ら
に
ド
イ
ッ
連
邦
共

和
国
が
、
ド
イ
ッ
で
の
不
動
産
保
有
に
基
づ
く
所
得
及
び
ド
イ
ッ
で
の
恒
久
的
施
設
か
ら
の
所
得
に
つ
い
て
課
税
権
を
有
す
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。
一
般
的
に
述
べ
る
と
、
あ
る
二
重
課
税
条
約
に
よ
り
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
住
所
地
国
が
排
他
的
課
税
権
を
有
し
て
い
る
そ
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う
し
た
所
得
は
、
ド
イ
ッ
に
お
い
て
所
得
税
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
免
か
れ
て
い
る
。
他
方
、
二
重
課
税
条
約
が
特
定
の
所
得
の
ド

イ
ッ
課
税
権
に
つ
い
て
税
率
に
上
限
（
例
え
ば
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
設
け
て
い
る
場
合
、
所
得
税
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
あ
る
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

も
当
該
所
得
に
対
す
る
租
税
は
こ
の
上
限
に
至
る
ま
で
徴
税
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

　
実
務
に
お
い
て
、
二
重
課
税
条
約
の
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
、
ド
イ
ッ
対
外
取
引
税
法
第
二
条
は
そ
の
す
べ
て
の
範
囲
に
わ
た
っ
て
そ

の
効
果
を
発
揮
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
ド
イ
ッ
が
締
結
し
た
た
い
て
い
の
二
重
課
税
条
約
に
よ
れ
ば
、
所
得
税
に

つ
い
て
普
通
の
制
限
的
納
税
義
務
に
く
ら
べ
て
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
の
場
合
の
追
加
的
な
課
税
所
得
は
、
居
住
地
国
に
よ
っ
て
の
み
課

税
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
く
に
資
本
性
財
産
に
基
づ
く
所
得
す
べ
て
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
。
通
例
、
資
本
所
得
に
つ

い
て
は
、
所
得
に
対
す
る
租
税
は
、
納
税
義
務
者
（
債
権
者
、
利
子
受
領
者
又
は
株
主
）
が
そ
の
住
所
を
有
し
て
い
る
国
に
よ
っ
て
徴
税
さ

れ
う
る
。
ま
た
、
ラ
イ
セ
ン
ス
使
用
料
及
び
第
三
国
所
得
も
原
則
と
し
て
住
所
地
国
課
税
の
原
則
に
服
す
る
。
二
重
課
税
条
約
に
よ
る

「
そ
の
他
所
得
」
に
つ
い
て
も
、
課
税
権
は
原
則
と
し
て
納
税
義
務
者
の
住
所
地
国
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
将
来
、
対
外
取
引
税
法
第

二
条
に
相
当
す
る
規
定
が
よ
り
一
層
そ
の
効
果
を
発
揮
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
租
税
条
約
の
改
訂
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
二
重
課
税
条
約
と
の
関
連
に
お
い
て
最
も
重
要
な
問
題
は
、
対
外
取
引
税
法
第
二
条
五
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
累
進
税
率
適
用
の
留
保

か
ら
生
じ
て
く
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
先
に
論
述
し
た
。

　
2
　
納
税
者
番
号
制
が
近
く
日
本
に
導
入
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
利
子
所
得
及
び
配
当
所
得
が
他
の
類
型
の
所
得
と
と
も
に
総
合
所
得
課

税
に
服
す
る
こ
と
と
な
っ
た
り
、
さ
ら
に
相
続
財
産
（
贈
与
を
含
む
。
）
が
漏
れ
な
く
捕
捉
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
、
高
額
の
資
本
所
得

者
や
資
産
家
の
多
く
は
日
本
に
お
け
る
重
課
税
を
逃
れ
る
目
的
で
国
外
に
移
住
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
他
方
、
社
会
的
法

治
国
家
の
原
則
の
も
と
に
お
い
て
、
高
福
祉
高
負
担
は
日
本
国
民
に
と
っ
て
不
可
避
的
な
課
題
で
あ
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
無

制
限
納
税
義
務
を
永
年
に
わ
た
り
負
っ
て
い
る
者
が
高
額
所
得
者
又
は
多
額
の
相
続
財
産
を
残
し
う
る
者
に
な
る
に
は
、
本
人
の
努
力
以

外
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
そ
れ
ま
で
に
提
供
し
て
き
た
各
種
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
及
び
社
会
的
基
盤
整
備
の
存
在
が
、
前
提
要
件
で
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あ
る
。
そ
う
し
た
個
人
が
高
額
の
所
得
者
や
資
産
家
と
な
る
や
否
や
、
国
外
に
移
住
し
、
以
降
日
本
の
課
税
権
か
ら
逃
散
す
る
こ
と
は
、

け
っ
し
て
正
当
化
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
開
業
の
自
由
及
び
移
住
の
自
由
な
ら
び
に
資
本
の
国
際
的
移
動
の
自
由
は
原
則

的
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
納
税
者
番
号
制
の
導
入
あ
る
い
は
高
福
祉
高
負
担
の
推
進
と
い
っ
た
政
策
は
、

高
所
得
者
ら
の
日
本
課
税
権
か
ら
の
逃
散
を
放
任
し
え
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
そ
う
し
た
対
抗

措
置
と
し
て
、
本
稿
で
論
述
し
た
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
が
そ
う
し
た
人
達
に
課
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
拡
張
的
無
制
限
納
税
義
務
が
ド
イ
ッ
所
得
税
制
の
枠
内
に
お
い
て
法
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
境
を
越
え
る
労
働
者
（
越
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

労
働
者
）
の
制
限
納
税
義
務
は
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
別
の
機
会
に
論
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
7
9
）
　
と
く
に
鳶
．
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閃
P
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霞
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一
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名
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o
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閃
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O
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」
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。
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塁
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（
閃
斧
お
y
㎝
b
o
》
誓
O
＞
コ
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（
8
1
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5
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ε
お
”
＜
0
3
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（
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）
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ミ
§
塁
箋
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閃
戸
一
ω
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㎝
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＞
曽
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＞
⇒
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（
8
3
）
　
村
井
正
「
労
働
者
の
域
内
自
由
労
働
と
E
C
租
税
法
ー
制
限
納
税
義
務
の
差
別
判
例
を
中
心
と
し
て
」
E
C
統
合
と
E
C
法
の
展
開
（
関
西
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